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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第137期 第138期 第139期 第140期 第141期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高 (百万円) 35,665 44,106 47,870 45,419 41,562

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 915 1,826 1,836 △655 △165

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 484 1,067 1,119 △2,948 △636

純資産額 (百万円) 6,409 8,512 12,676 9,309 8,357

総資産額 (百万円) 38,856 40,045 42,927 40,686 33,360

１株当たり純資産額 (円) 129.35 160.07 199.84 145.88 131.51

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額(△)

(円) 10.13 20.25 19.07 △46.53 △10.06

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) 10.04 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 16.5 21.3 29.5 22.7 25.0

自己資本利益率 (％) 8.2 14.3 10.6 △26.9 △7.3

株価収益率 (倍) 31.10 19.46 16.15 ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 329 4,587 2,228 1,828 489

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,608 △2,201 △2,634 △2,596 △1,321

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,006 △535 446 227 △40

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 1,278 3,163 3,247 2,770 1,830

従業員数 (名) 834 882 914 949 939

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　平成20年３月期からBANGKOK ENSHU MACHINERY Co.,Ltd.を新たに連結の範囲に含めております。

３　平成18年３月期及び平成19年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。平成20年３月期及び平成21年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第137期 第138期 第139期 第140期 第141期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高 (百万円) 35,085 43,475 47,071 42,246 41,077

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 885 1,859 1,678 △1,294 △83

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 425 1,042 984 △3,154 △586

資本金 (百万円) 2,653 3,140 4,640 4,640 4,640

発行済株式総数 (千株) 49,663 53,312 63,534 63,534 63,534

純資産額 (百万円) 6,695 8,737 12,707 9,042 8,414

総資産額 (百万円) 38,345 39,543 41,770 38,606 32,358

１株当たり純資産額 (円) 135.12 164.30 200.51 142.78 132.94

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
―
(―)

―
(―)

5.00
(―)

2.50
(2.50)

―
(―)

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額(△)

(円) 8.89 19.77 16.78 △ 49.79 △9.26

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) 8.82 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 17.5 22.1 30.4 23.4 26.0

自己資本利益率 (％) 6.9 13.5 9.2 △ 29.0 △6.7

株価収益率 (倍) 35.43 19.93 18.36 ― ―

配当性向 (％) ― ― 29.8 ― ―

従業員数 (名) 802 849 878 892 876

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　平成18年３月期及び平成19年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。平成20年３月期及び平成21年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。
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２ 【沿革】

　

大正９年２月 初代社長喜多又蔵が鈴政式織機株式会社を設立して、織機の製造販売を開始

　　12年６月 遠州織機株式会社に商号変更

昭和11年７月 工場が狭隘となり、現在地(浜松市南区高塚町)へ移転完了

　　12年10月 工作機械の製造を開始

　　28年８月 名古屋証券取引所に上場

　　33年10月 工作機械製造を再開

　　35年６月 遠州製作株式会社に商号変更

　　36年10月 東京、大阪、名古屋の各証券取引所市場第一部に上場

　　45年５月 遠州クロス株式会社を設立

　　46年４月 ユニワインド株式会社を設立

　　51年10月 事業の一部転換として、ヤマハ発動機株式会社の受託生産を開始

　　52年８月 繊維機械主要機種に関する営業を豊和工業株式会社に譲渡

　　54年４月 専用工作機械の製造販売を開始

　　55年12月 工作機械NC工場の竣工

　　56年８月 工作機械実験場の竣工

　　58年９月 工作機械マシニングセンタ組立工場の竣工

平成３年７月 米国、イリノイ州に販売子会社ENSHU(USA)CORPORATION(現・連結子会社)を設立

　　３年10月 遠州クロス株式会社及びユニワインド株式会社を吸収合併し、エンシュウ株式

会社に商号変更

　　９年５月 タイ、バンコクに販売子会社ENSHU(Thailand)Limited(現・連結子会社)を設立

　　10年11月 ドイツ、ランゲンに販売子会社ENSHU GmbH(現・連結子会社)を設立

　　10年11月 品質マネジメントシステムＩＳＯ９００１を認証取得

　　15年９月 ENSHU(Thailand)Limitedがタイ、バンコクに合弁会社BANGKOK ENSHU MACHINERY

 Co.,Ltd.(現・連結子会社)を設立

　　15年12月環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１を認証取得
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、子会社５社及び関連会社１社で構成され、工作機械並びに輸送機器関連部品の

製造販売を主な事業内容とし、さらに各事業に関連するその他のサービス等の事業活動を展開しておりま

す。

当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

　

工作機械関連事業

当社にて製造販売するほか、連結子会社ENSHU(USA)CORPORATION、ENSHU GmbH並びに

ENSHU(Thailand)Limitedにて販売を行い、また連結子会社BANGKOK ENSHU MACHINERY Co.,Ltd.にて製造、

販売サポート業務を行っております。

　

輸送機器他関連事業

当社にて輸送機器関連部品の受託加工を主に行っております。なお、受託加工の主な取引先は関連当事

者であるヤマハ発動機株式会社であります。

　

事業の系統図は次のとおりであります。

　

(注)　関連会社、遠州建設㈱は持分法適用会社であります。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所 資本金
主要な
事業の内容

議決権の
所有割合(％)

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

ENSHU(USA)CORPORATION *1
米国

イリノイ州
2,302千米ドル工作機械関連事業 100.0

当社工作機械の販売・保守サービス

役員の兼任　１名

ENSHU GmbH *1
ドイツ

ランゲン
511千ユーロ工作機械関連事業 100.0当社工作機械の販売・保守サービス

ENSHU(Thailand)Limited *1
タイ

バンコク
20,000千バーツ工作機械関連事業

98.0
(75.0)

当社工作機械の販売・保守サービス

BANGKOK ENSHU MACHINERY

Co.,Ltd. *1

タイ

バンコク
50,000千バーツ工作機械関連事業

100.0
(52.0)

当社工作機械の製造・販売サポート

役員の兼任　１名

(持分法適用関連会社) 　 　 　 　 　

遠州建設㈱
静岡県浜松市

南区
40百万円

建築設計及び工事
不動産

33.0
当社建物設備の建築・営繕工事の請負。

当社が債務の保証をしております。

(注) １　*１「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。

３　特定子会社はありません。

４　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　　 平成21年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

工作機械関連事業 575

輸送機器他関連事業 307

全社(共通) 57

合計 939

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員数であります。

２　全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない管理部門等の従業員であります。

　

(2) 提出会社の状況

　　 平成21年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

876 39.3 16.5 4,780

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(3) 労働組合の状況

提出会社の労働組合は、エンシュウ労働組合と称し、単一の組織であり産業別労働組合ジェイ・エイ・

エムに加盟しております。平成21年３月31日現在の組合員数は733人であります。

なお、労使関係について特記すべき事項はありません。

　

EDINET提出書類

エンシュウ株式会社(E01521)

有価証券報告書

 6/96



第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機が実体経済に深刻な影響を及ぼし、需要の低

迷や急激な円高などにより企業収益が大幅に減少するなど、景気が急速に悪化してまいりました。

　このような情勢の中で当社グループは顧客ニーズに応え得る新製品開発や積極的な販売活動を展開す

る一方で、生産コスト及び経費の削減に努めてまいりました。 

　しかしながら、売上高につきましては工作機械関連事業部門及び輸送機器他関連事業部門ともに減少し

41,562百万円（前年同期比8.5%減）となりました。営業利益は経費削減等の合理化施策の効果もあり311

百万円（前年同期比614.5%増）と前年を上回りましたが、経常損益は為替差損の影響もあり165百万円

（前年同期比74.8%減）の損失となり、当期純損益についても異常操業度損失等の特別損失を計上したこ

とにより636百万円（前年同期比78.4%減）の損失となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　

工作機械関連事業部門につきましては、当連結会計年度における工作機械業界（日工会）の受注総額

は9,690億円となり７年ぶりに前年同期を下回りました。内需（前年同期比42.9％減）は３期連続の減少

となり、また、好調だった外需（前年同期比36.1％減）も減少いたしました。 

　そのような中で工作機械事業では、中国等のアジア新興国を中心に販売活動を展開してまいりました

が、受注高は主要顧客の自動車関連業界で設備投資の中止・凍結などが顕著となり大幅に減少いたしま

した。売上高についても同様の影響があり減少いたしました。 

　また、光関連事業につきましては、光技術をコアとして浜松ホトニクス株式会社と連携、協業を推進して

まいりました。高出力半導体レーザー加工機については、自動車関連部品及び産業機械部品市場の溶接、

切断、焼入れ分野への受注活動を展開してまいりました。また、営業支援のための加工技術の向上、用途開

発にも取り組んでまいりましたが、設備投資抑制の動きもあり受注高、売上高ともに前年を下回り、採算

的には引き続き厳しい状況となっております。 

　以上の結果、工作機械関連事業部門の売上高は22,270百万円（前年同期比3.1％減）となり、営業損益は

32百万円（前年同期比88.3%減）の損失となりました。

　

輸送機器他関連事業部門につきましては、主力製品である大型二輪車用エンジン部品及びバギー車用

エンジン部品の生産が大幅に減少したことにより、売上高は前年を下回りましたが、営業利益は生産コス

ト削減等の効果もあり前年を上回りました。 

　以上の結果、輸送機器他関連事業部門の売上高は19,292百万円（前年同期比14.0％減）、営業利益は372

百万円（前年同期比8.2％増）となりました。

　

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

　

日本…当地域につきましては、売上高は38,303百万円（前年同期比1.1％減）、営業利益は399百万円

（前年同期は営業損失731百万円）となりました。

　

日本以外の地域…北米、欧州、アジア市場いずれも低調に推移し、売上高は3,259百万円（前年同期比

51.2％減）、営業損益は220百万円（前年同期は営業利益586百万円）の損失となりました。なお、前連結

会計年度において区分掲記しておりました「北米」は、売上高が全セグメントの合計の10％未満となり

今後もこの傾向が予想されるため、当連結会計年度より「日本以外の地域」に含めております。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は1,830百万円と前年同期と比べ939百万円（33.9％）の

減少となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、489百万円（前年同期比73.2％減）の獲得となりました。これ

は主として減少要因である仕入債務の減少額4,895百万円、税金等調整前当期純損失634百万円等を、増加

要因である売上債権の減少額1,688百万円、たな卸資産の減少額2,856百万円、減価償却費1,734百万円等

が上回ったことによります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,321百万円（前年同期比49.1％減）の使用となりました。こ

れは主として有形固定資産の取得による支出1,178百万円によります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、40百万円（前年同期は227百万円の獲得）の使用となりまし

た。これは主として短期及び長期借入れによる収入を短期及び長期借入金の返済による支出が上回った

こととリース債務の返済による支出13百万円によります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 生産高(百万円) 前年同期比(％)

工作機械関連事業 21,449 ＋1.5

輸送機器他関連事業 19,214 △14.0

合計 40,663 △6.5

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しておりません。

２　金額は販売価格によっております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

工作機械関連事業 10,964 △58.4 5,532 △64.0

輸送機器他関連事業 14,052 △36.9 2,533 △67.4

合計 25,017 △48.5 8,065 △65.1

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 販売高(百万円) 前年同期比(％)

工作機械関連事業 22,270 △3.1

輸送機器他関連事業 19,292 △14.0

合計 41,562 △8.5

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

ヤマハ発動機㈱ 15,919 35.0 14,134 34.0

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当社グループといたしましては、平成21年４月より新中期経営戦略をスタートさせ、「生き残りをかけた

構造改革を実行し、成長に向けステップアップを目指す」ことを基本方針として、徹底した経営効率の改善

・改革に取り組んでまいります。

 工作機械事業につきましては、非常に厳しい受注環境が続くものと思われますが、中国を始めとするアジ

ア新興国などの需要の回復が期待されている地域や、主要顧客である自動車関連産業以外の非自動車関連

産業の分野に対して積極的に販売活動を展開してまいります。

 営業部門では、新たに「マーケティング戦略室」を設置し、顧客ニーズにあった製品開発と新たな市場開

拓をサポートしていきます。技術部門では、システム機械周辺装置の標準化等によりコスト削減を図り、ま

た、マシニングセンタの製品開発も強化します。製造部門では、ＴＰＭ活動をベースに生産性向上による

リードタイムの短縮、また内製化等によるコスト削減を図ります。調達部門では海外調達の拡大による原価

低減にも取り組み、更に海外現地生産を推進し低価格機械の市場投入を図ってまいります。

　光関連事業につきましては、高出力半導体レーザー加工機の認知度が高まり、環境をキーワードとした引

合いも増えてまいりました。営業力の強化や新しい加工技術の向上により販売拡大を目指します。また、浜

松ホトニクス株式会社および大学との連携により引き続き、研究・開発の推進も図ってまいります。

　輸送機器他関連事業部門につきましては、主力製品である大型二輪車及びバギー車用エンジン部品の生産

が大幅に減少するなど経営環境は厳しさを増しておりますが、営業力の強化により自動車関連の新規製品

の取り入れを拡大させるとともに、ＴＰＭ活動を基軸に改善を推進し原価低減に努めてまいります。また、

品質向上に向けての体制の強化、仕組みづくりにも取り組んでまいります。

　内部統制につきましては、平成20年４月に設置した内部統制会議を中心にリスク・コンプライアンス管理

等の統制強化を推進してまいります。

　

４ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

(1) 景気変動によるリスク

当社グループの工作機械関連事業の受注は顧客の設備投資活動に直接結びついているため、景況に対

して極めて敏感であり、民間設備投資の増減、特に当社グループの主要顧客である自動車業界の設備投資

の影響を大きく受けます。また、好況時と不況時の変動率も大きく、不況時は需給関係により販売価格が

低下する傾向にあります。平成21年３月期においては、世界各地域での自動車需要の減退の影響から自動

車業界の設備投資は大幅に減少しており、今後は中国等のアジア新興国を中心とした需要の回復、また環

境対応投資等による設備投資が期待されておりますが、自動車業界の設備投資の動向は当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。

(2) 特定取引先への依存のリスク

当社グループの輸送機器関連事業においてはヤマハ発動機株式会社への売上（受託加工）依存度が高

い割合となっています。当社グループとヤマハ発動機株式会社とは長年の取引関係があり、また当社グ

ループの主要株主でもありますので極めて緊密な関係にあります。今後もこれまでの取引関係を維持し

発展させていきますが、同社の事業方針により当社グループの業績に強い影響を与える可能性がありま

す。

ヤマハ発動機株式会社への最近の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

ヤマハ発動機㈱ 18,686 39.0 15,919 35.0 14,134 34.0
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また、工作機械関連事業の顧客は大手自動車メーカー及びその関連会社が多く、それらの会社の事業方

針、財務状況等により当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3) 為替レートの変動によるリスク

当社グループの工作機械関連事業部門においては、海外販売子会社を中心に製品を海外に販売してお

り、海外売上高比率は平成19年３月期32.7％、平成20年３月期28.5％、平成21年３月期31.6％と推移して

おります。また決済は主には円建でありますが、ドル建及びユーロ建等の取引もあり為替レートの変動に

よるリスクを有しております。円建取引の増加や必要に応じて為替予約をすることにより影響を少なく

するよう努力しておりますが、大幅な為替レートの変動は当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。

(4) 金利情勢によるリスク

当社グループの借入金依存度（借入金の総資産に対する割合）は平成19年３月期29.1％、平成20年３

月期32.5％、平成21年３月期39.5％と高い水準となっております。当社グループでは将来の金利の変動に

よるリスク回避を目的として、金利スワップ等により借入金全体の30.3％について固定金利としており

ます。借入金の借換時及び新規の資金調達に関しては金利情勢の影響を受け、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。

(5) 資金調達に係るリスク

当社グループは、銀行からの借入金による資金調達を中心に、債権の流動化、社債の発行、シンジケート

ローン等の方法により調達方法の多様化を図っておりますが、契約内容に一定の財務制限条項等が付さ

れている場合があり、当該事由に抵触した場合には当社グループの資金繰りに影響を与える可能性があ

ります。

　なお、当連結会計年度においてシンジケートローンの財務制限条項等に抵触する事実が発生しておりま

す。

(6) 競合によるリスク

当社グループの工作機械関連事業は競合するメーカーが多く、価格競争により販売価格が低下する傾

向にあります。特に汎用工作機械分野では競合メーカー製品の値下げ等により、販売価格の低下が生じる

場合があります。当社グループでは汎用工作機械分野から当社グループの得意とする、また、シェアの高

いシステム製品分野に特化してまいりました。しかしながら需給関係によっては競合メーカーとの価格

競争で販売価格が低下し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(7) 特定の原材料及び部品の供給業者への依存

当社グループの工作機械関連事業は製品の製造に使用する原材料及び部品等について、当社グループ

外の多数の供給業者から調達していますが一部については特定の供給業者に依存しており、市況、災害等

の要因によっては納期遅延、コストアップ等の影響が出てきます。原材料価格の高騰は当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。

(8) 自然災害等のリスク

当社グループは地震等の自然災害の発生により生産拠点が損害を受ける可能性があります。被害の影

響を最小限に抑えるため、建物・設備などの耐震対策、防火対策等の予防策を順次進めていますが、万一、

予想される東海地震が発生した場合、当社グループの生産拠点が静岡県内に集中していることもあり、操

業の中断、多額の復旧費用等により当社グループの業績に強い影響を与える可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

(1) 当社が技術供与をしている契約

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

株式会社南北 韓国 E-130型マシニングセンタ
製造に関する
技術及び販売
契約(更新)

平成20年３月４日から
平成23年３月３日まで

株式会社南北 韓国 EV360型立型マシニングセンタ
製造に関する
技術及び販売
契約

平成18年７月17日から
平成23年７月16日まで

BANGKOK ENSHU MACHINERY Co.,Ltd.タイ EV360型立型マシニングセンタ
製造に関する
技術及び販売
契約

平成21年３月17日から
平成24年３月16日まで

(注)　上記の技術供与契約においては、ロイヤルティとして売上高の一定率を受けとっております。

　

６ 【研究開発活動】

当社グループでは、お客様から選ばれ続ける企業であるために「高付加価値製品の開発と提供」を目指

し、自動車関連の加工システム機械、光関連産業との提携商品の分野において、市場ニーズを先取りし、ま

た、新たな市場を開拓するため、新製品、新技術、新商品の開発に向け研究活動を進めております。

　なお、当社グループにおいては、研究開発活動は提出会社のみが行い、輸送機器他関連事業部門については

行なっておりません。

　工作機械関連事業部門においては、大型高速高性能横型マシニングセンタの生産設計・評価試験を終了

し、量産化を決定いたしました。また、汎用縦型マシニングセンタも改良設計をほぼ完了し、試作段階となり

ました。更に小型の高速高性能横型マシニングセンタの開発を推し進めております。

　光関連事業においては、高出力半導体レーザー加工機の用途開発・周辺装置開発、並びに、金属と樹脂溶

着、異材溶接、アルミ溶接及びレーザー溶接の技術確立と実用化に加えて、新たに高輝度の高出力半導体

レーザーをシリーズに加え更なる用途の開発を進めております。また、半導体レーザーの特色を活かした

レーザー焼入れ技術の確立と実用化も推し進めてまいります。

　当連結会計年度における研究開発費は183百万円であります。

　

７ 【財政状態及び経営成績の分析】

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は原則として連結財務諸表に基づいて分

析した内容です。

　なお、文中における将来に関する事項は有価証券報告書提出日（平成21年６月26日）現在において当社グ

ループが判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。この連結財務諸表の作成に当たっては、会計方針の選択・適用、資産・負債及び収

益・費用の報告金額および開示に影響を与える見積りを必要とします。これらの見積りについて過去の

実績等を勘案し合理的に判断していますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの

見積りと異なる場合があります。

　当社グループは、特に以下の重要な会計方針が、当社グループの連結財務諸表の作成において重要な判

断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

①貸倒引当金

当社グループは、債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しております。

②繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産について、その回収可能性を考慮して評価性引当金を計上しておりま

す。評価性引当金を計上するにあたっては、将来の課税所得、繰延税金資産の回収見込みを検討のうえ慎

重に行なっております。
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③退職給付費用

当社グループの退職給付費用及び債務の計算は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出さ

れております。これらの前提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、死亡率及び年金資産の期待運用

収益率等が含まれます。これらの仮定と実際の差額は数理差異として累積され、将来の会計期間にわたっ

て償却されます。

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度の売上高につきましては、世界的な景気悪化の影響を受け工作機械関連事業部門、輸送

機器他関連事業部門ともに減少し、3,856百万円減少の41,562百万円（前年同期比8.5％減）となりまし

た。また、受注高及び受注残高につきましても同様の影響を受け、受注高は23,599百万円減少し25,017百

万円（前年同期比48.5％減）、受注残高も15,067百万円減少の8,065百万円（前年同期比65.1％減）と

なっております。

①売上総利益、営業利益

当連結会計年度の売上総利益につきましては、239百万円増加し3,285百万円（前年同期比7.9％増）と

なりました。また、営業利益につきましても、267百万円増加し311百万円（前年同期比614.5％増）とな

り、売上高営業利益率は0.7％と前年同期比0.6ポイント増加しました。これは、経費削減等の合理化施策

の効果であります。

②営業外損益、経常損失

当連結会計年度は為替差損等により、営業外収益より営業外費用を差し引いた純額は476百万円の費用

計上となり、前連結会計年度より純額で費用が222百万円減少しました。この結果、当連結会計年度の経常

損失は165百万円となりました。

③特別損益、当期純損失

当連結会計年度は異常操業度損失等により、特別損失が前年同期比190百万円増加し491百万円となり

ました。また、当期純損失は636百万円となりました。

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①キャッシュ・フローの状況

営業活動による資金は、489百万円（前年同期比73.2％減）の増加となりました。これは主として減少

要因である仕入債務の減少額4,895百万円、税金等調整前当期純損失634百万円等を、増加要因である売上

債権の減少額1,688百万円、たな卸資産の減少額2,856百万円、減価償却費1,734百万円等が上回ったこと

によります。 

　投資活動による資金は、1,321百万円の減少となりました。これは主として有形固定資産の取得による支

出1,178百万円によります。 

　財務活動による資金は、40百万円の減少となりました。これは主として短期及び長期借入れによる収入

を短期及び長期借入金の返済による支出が上回ったこととリース債務の返済による支出13百万円により

ます。 

　これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より939百万円減少し、1,830百万円（前

年同期比33.9％減）となりました。 

　なお、当連結会計年度においてシンジケートローンの財務制限条項等に抵触する事実が発生し、これに

より期限の利益喪失に係る請求を受ける可能性がありましたので、当社グループとしては、当該状況を解

消すべく経営効率の改善・改革を含む経営計画、資金計画を策定し、取引金融機関に対しシンジケート

ローン契約の当該事項につき適用免除について協議を行いました。その結果、多数貸付人より期限の利益

喪失請求を行わないことにつき同意を頂いた書面を受領しましたので、当該状況は解消しております。
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②財政状態

当連結会計年度末の資産は、7,326百万円減少し33,360百万円（前年同期比18.0％減）となりました。

このうち流動資産は6,655百万円減少の17,624百万円（前年同期比27.4％減）、固定資産は671百万円減

少し15,735百万円（前年同期比4.1％減）となりました。流動資産の減少の主な要因は受取手形及び売掛

金が3,628百万円、たな卸資産が3,220百万円減少したことによります。固定資産の減少の主な要因は有形

固定資産が612百万円減少したことによります。 

　当連結会計年度末の負債は、6,374百万円減少し25,002百万円（前年同期比20.3％減）となりました。こ

のうち流動負債は6,226百万円減少の12,535百万円（前年同期比33.2％減）、固定負債は148百万円減少

し12,467百万円（前年同期比1.2％減）となりました。流動負債の減少の主な要因は支払手形及び買掛金

が5,581百万円減少したことによります。固定負債の減少の主な要因は退職給付引当金が159百万円減少

したことによります。 

　当連結会計年度末の純資産は、951百万円減少し8,357百万円（前年同期比10.2％減）となりました。減

少の主な要因は当期純損失636百万円の計上と為替換算調整勘定が236百万円減少したことによります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループでは設備投資については合理化、省力化並びに生産設備の増強を図るため、主として提出会

社において行っております。

　当連結会計年度の設備投資（有形固定資産のほか無形固定資産を含む）の総額は1,217百万円でありま

す。

　工作機械関連事業部門におきましては、設備の更新、合理化のため419百万円の設備投資を実施いたしまし

た。

　輸送機器他関連事業部門におきましては、設備の拡大、合理化のため798万円の設備投資を実施いたしまし

た。

  また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

　

２ 【主要な設備の状況】

平成21年３月31日現在における当社グループの主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

本社及び工場
(静岡県浜松市
南区)

工作機械
関連事業
輸送機器他
関連事業

工作機械・
輸送機器
生産設備

1,9464,744
5,810
(114)

─ 346 12,846 554

浜北工場
(静岡県浜松市
浜北区)

工作機械
関連事業

工作機械
生産設備

525 220
1,661
(56)

11 42 2,461 311

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び無形固定資産であり、建設仮勘定を除いた金額を帳簿価

額で示してあります。

２　上記中、本社及び工場の建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地、並びに、その他には賃貸中のもの2,005百

万円を含んでおります。

３　帳簿価額は内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。

　

(2) 在外子会社

在外子会社においては主として販売会社であり、主要な設備に該当するもの及び主要な賃借若しくは

賃貸している設備に該当するものはありません。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)
(平成21年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成21年６月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 63,534,546 63,534,546
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株
であります。

計 63,534,546 63,534,546 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成16年４月１日～　
　
平成17年３月31日
(注)１

1,846 49,663 262 2,653 262 1,066

平成17年４月１日～　
　　
平成18年３月31日
(注)１

3,648 53,312 487 3,140 487 1,553

平成18年４月１日～
平成19年３月31日
(注)１

10,222 63,534 1,500 4,640 1,500 3,053

平成20年６月27日
(注)２

― 63,534 ― 4,640 △1,823 1,230

(注) １　新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。

２　会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
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(5) 【所有者別状況】
　　 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) ― 26 31 129 24 1 7,4307,641 ―

所有株式数
(単元)

― 11,343 442 14,232 586 4 36,37462,981553,546

所有株式数
の割合(％)

― 18.01 0.70 22.60 0.93 0.01 57.75100.00 ―

(注) １　自己株式237,664株は、「個人その他」に237単元及び「単元未満株式の状況」に664株含めて記載してありま

す。

     ２　上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

　　 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ヤマハ発動機株式会社 静岡県磐田市新貝2500番地 6,456 10.16

エンシュウ取引先持株会 静岡県浜松市南区高塚町4888番地 4,895 7.71

丸紅株式会社 東京都千代田区大手町１丁目４番２号 3,612 5.68

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,098 3.30

浜松ホトニクス株式会社 静岡県浜松市東区市野町1126番地の１ 2,000 3.15

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 1,572 2.48

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１丁目２番１号 1,455 2.29

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１号 1,414 2.23

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 1,363 2.14

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 1,197 1.88

計 ― 26,064 41.02

(注)　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数2,098千株は信託業務に係る株式であります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　　 平成21年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

― ―
普通株式 237,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 62,744,000 62,744 ―

単元未満株式 普通株式 553,546 ― ―

発行済株式総数 　 63,534,546 ― ―

総株主の議決権 ― 62,744 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）含

まれております。

     ２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式664株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

     平成21年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
エンシュウ株式会社

静岡県浜松市南区
高塚町4888番地

237,000 ― 237,000 0.37

計 ― 237,000 ― 237,000 0.37

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

　
【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 38,553 3

当期間における取得自己株式 4,624 0

(注)　当期間における取得自己株式には、平成21年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を
行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 237,664 ― 242,288 ―

(注)　当期間における保有自己株式には、平成21年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、企業体質の強化を図りながら、業績と財務状態を勘案し、また今後の事業環境の変化に備える内

部留保を確保しながら、安定的に継続して配当を行うことを基本方針としております。

　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、誠に遺憾ではありますが、見送りとさせていただきました。

　なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第137期 第138期 第139期 第140期 第141期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高(円) 358 457 445 338 168

最低(円) 154 279 290 108 41

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高(円) 99 89 72 80 71 61

最低(円) 57 62 53 63 52 41

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

工作機械統
括

中　安　茂　夫 昭和22年12月29日生

昭和46年４月 当社入社

(注)３ 93

平成９年４月 工作機械事業部国際部長

平成10年６月 取締役工作機械事業部国際部長就

任

平成12年６月 常務取締役機器事業部長就任

平成13年２月 ENSHU(USA)CORPORATION会長就任

平成13年４月 常務取締役機器事業部長兼技術部

長就任

平成15年４月 常務取締役工作機械営業・事業開

発本部統括兼機器事業部統括就任

平成16年10月 専務取締役工作機械事業統括室兼

光関連事業部兼キャリアセンター

担当就任

平成17年10月 専務取締役工作機械事業統括担当

就任

平成18年１月

平成21年４月

代表取締役社長就任

代表取締役社長兼工作機械統括就

任(現任)

専務取締役
管理本部長
兼光関連部
担当

千　賀　伸　一 昭和23年５月30日生

昭和46年４月 当社入社

(注)３ 81

平成10年４月 企画管理部経営企画室部長兼経理

グループ部長

平成10年６月 取締役経営企画室長兼経理グルー

プ部長就任

平成12年６月 常務取締役企画管理部長就任

平成15年４月 常務取締役企画管理部統括就任

平成16年６月

平成18年10月

　　

平成19年４月

　　

平成19年６月

　　

平成20年４月

　　

平成20年６月

常務取締役企画財務部担当就任

専務取締役企画財務部兼内部監査

部担当就任

専務取締役管理本部長兼内部監査

部担当就任

専務取締役管理本部長兼内部監査

部兼光関連事業部担当就任

専務取締役管理本部長兼光関連事

業部担当就任

専務取締役管理本部長兼光関連部

担当就任(現任)

常務取締役
部品事業部
長

安　田　俊　二 昭和23年８月30日生

昭和46年４月 当社入社

(注)３ 58

平成15年４月 機器事業部長(理事)兼品質保証グ

ループ長

平成15年６月 取締役機器事業部長就任

平成17年10月 常務取締役機器事業部担当就任

平成18年６月

　　

平成19年４月

　　

　　

平成20年４月

　　

　　

平成20年６月

平成20年10月 

常務取締役機器事業部兼キャリア

センター兼ＴＰＭ推進室担当就任

常務取締役部品事業本部長兼キャ

リアセンター兼ＴＰＭ推進室担当

就任

常務取締役部品事業部長兼キャリ

アセンター兼ＴＰＭ推進室担当就

任

常務取締役部品事業部長兼ＴＰＭ

推進室担当就任

常務取締役部品事業部長就任(現

任)

取締役
管理本部副
本部長兼総
務部長

中　村　泰　之 昭和31年11月23日生

昭和54年４月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

(注)３ 41

平成11年11月 同行赤門通支店支店長

平成13年12月 当社出向社長付顧問

平成15年４月 工作機械営業・事業開発本部営業

部長

平成15年６月 取締役企画管理部総務部長就任

平成16年６月

平成19年４月

取締役総務部長就任

取締役管理本部副本部長兼総務部

長就任(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

取締役

工作機械事
業部長兼
キャリアセ
ンター担当

小　木　国　典 昭和26年４月21日生

昭和49年４月

平成15年６月

　　

平成16年６月

　　

平成17年10月

平成18年１月

　　

平成18年１月

　　

平成18年６月

平成19年４月

　　

平成20年４月

平成20年６月

遠州クロス㈱入社

当社工作機械営業・事業開発本部

営業部長(理事)

取締役工作機械営業部長兼光関連

事業部ＰＭＴ営業グループ長就任

取締役工作機械営業部長就任

取締役工作機械事業統括兼営業部

長就任

ENSHU(USA)CORPORATION会長就任

(現任)

取締役工作機械事業統括就任

取締役工作機械事業本部長兼営業

統括就任

取締役工作機械事業部長就任

取締役工作機械事業部長兼キャリ

アセンター担当就任(現任)

(注)３ 41

取締役
工作機械事
業部副事業
部長

中　村　和　夫 昭和25年11月23日生

昭和49年４月

平成20年４月

 
平成20年６月

遠州クロス㈱入社

当社工作機械事業部副事業部長

(理事)

当社取締役工作機械事業部副事業

部長就任(現任)

(注)３ 31

取締役 ― 仲　山　正　明 昭和34年３月29日生

昭和56年４月 ヤマハ発動機㈱入社

(注)３ ―

平成20年１月

 

同社ＭＣ事業本部ＳｙＳ統括部

生産管理部部長

平成20年６月

平成21年１月 

 

当社取締役就任(現任)

ヤマハ発動機㈱生産本部生産戦略

統括部生産管理部部長(現任)

常勤監査役 ― 澤　木　達　治 昭和24年５月17日生

昭和47年４月 当社入社

(注)４ 27平成19年４月 管理本部企画財務部専任主幹

平成20年６月 当社常勤監査役就任(現任)

監査役 ― 石　塚　　　尚 昭和18年11月５日生
昭和51年４月 弁護士登録

(注)５ ―
平成９年６月 当社監査役就任(現任)

監査役 ― 菅　沼　幸　雄 昭和20年10月16日生

昭和49年６月

平成５年６月

平成９年10月

平成13年６月

平成16年６月

平成18年１月

ヤマハ発動機㈱入社

同社ＭＣ事業部事業企画部部長

同社経営企画本部経営企画室室長

同社執行役員就任

同社取締役就任

同社取締役財務・人事担当兼日本

本部長就任

(注)６ ―

平成19年３月

平成21年６月

同社顧問(現任)

当社監査役就任(現任)

計 372

　 (注) １　取締役　仲山　正明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役　石塚　尚、菅沼　幸雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

４　常勤監査役　澤木　達治の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。

５　監査役　石塚　尚の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総

会終結の時までであります。

６　監査役　菅沼　幸雄の任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年３月期に係る定時株主

総会終結の時までであります。

７　所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題の一つとして認識し、企業価値の増大に向

け、経営の透明性、法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主重視の公正な経営

について、経営判断の最適性を図るため、体制を整備し、諸施策を実施・改善していくことを基本的な考え

方としております。

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

イ　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

当社の取締役は７名で、うち１名は社外取締役であります。取締役会は原則として月１回開催し、重要

事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。また、重要案件の審議については経営会議を随時開

催し、意思決定の迅速化を図っております。その他、経営連絡会議、事業別経営点検会議を毎月行い、情報

の共有化、諸問題の早期解決を図っております。

　当社は監査役会制度を採用しております。当社の監査役は３名で、うち２名は社外監査役であり、社外取

締役と共に社外からの経営監視機能の強化を図っております。常勤監査役は、各種の会議に出席し事業展

開の状況を詳細に把握・監視すると共に、原則として月１回開催される監査役会にて報告を行い、経営へ

のチェックを行っております。

　内部統制システムの整備状況につきましては、内部統制部を設置し、リスク・コンプライアンス委員会

他を指示・統括することとし、法令遵守の徹底及び全社のリスク管理体制の整備を通じ統制活動の向上

を図っております。

　なお、コーポレート・ガバナンス体制模式図は次のとおりであります。
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ロ　内部監査及び監査役監査の状況

当社は、内部統制部(専任３名)を設置し、代表取締役の指示の下、関係法規あるいは社内ルールなどの

遵守状況、業務執行の実態の確認によりその適正性、妥当性を監査しております。また、リスク・コンプラ

イアンス委員会他への指示などを行い、内部統制機能の強化に努めております。

　監査役監査につきましては、当期間中における監査役会は15回開催しております。監査役の監査活動は、

重要会議への出席、工場・支店への往査、代表取締役との意見交換、会計監査人よりの年次監査計画及び

決算期末会計監査報告の検討等を実施しております。会計監査人とは必要に応じ相互の情報交換を行い、

監査現場に立会うなど連携を密にし監査の品質向上を目指しております。

ハ　会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、柴田和範氏、寺本悟氏、浅野佳史氏であり、いずれも仰星

監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士４名、その他４名で

あります。

　(注)その他は、会計士補、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。

② リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、各部門におけるリスク管理体制

の整備を支援し、また全社的な視点からリスク管理の推進を行っております。各部門は「リスク管理規

程」に基づき、経営活動の遂行を阻害するリスク要因を整理し、それらの発生予防と発生時の損害を最小

限にすることを図っております。

③ 役員報酬の内容

当社の社内取締役に対する報酬は76百万円であります。なお、使用人兼務取締役の使用人給与相当額

(賞与を含む)19百万円を別枠にて支給しております。

　当社の社内監査役に対する報酬は20百万円であります。

　当社の社外監査役に対する報酬は8百万円であります。

④ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役及び社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締

結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円または会社法第425条第１項に規

定する最低責任限度額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社

外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限

られます。

⑤ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係の概

要

社外取締役１名と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役２名と当社との間には特別な利害関係はありません。

⑥ 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。

⑦ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

　また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨も定款で定めております。

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

(自己の株式の取得)

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決

議によって同条第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めて

おります。
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(中間配当)

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の

決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行

う旨を定款で定めております。

　

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 ─ ─ 31 ─

連結子会社 ─ ─ ─ ─

計 ─ ─ 31 ─

　

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成19年４月１日から平成

20年３月31日まで)及び前事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)の連結財務諸表及び財

務諸表については、あずさ監査法人により、当連結会計年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)

及び当事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、

仰星監査法人により監査を受けております。

　なお、当社の監査公認会計士等の異動は次のとおりです。

　第139期連結会計年度の連結財務諸表及び第139期事業年度の財務諸表　みすず監査法人 

　第140期連結会計年度の連結財務諸表及び第140期事業年度の財務諸表　あずさ監査法人

　第141期連結会計年度の連結財務諸表及び第141期事業年度の財務諸表　仰星監査法人

なお、当該異動について臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

提出理由

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項及び第２項の公認会計士等の異動に関し、平成20年７月17日

開催の監査役会において、一時会計監査人の選任を決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであ

ります。

（1）異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称

　　 仰星監査法人

（2）異動の年月日　平成20年７月17日
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,096 1,830

受取手形及び売掛金 9,483 5,855

有価証券 92 167

たな卸資産 11,031 －

商品及び製品 － 3,503

仕掛品 － 3,574

原材料及び貯蔵品 － 733

繰延税金資産 47 36

信託受益権 1,742 1,504

その他 822 437

貸倒引当金 △35 △18

流動資産合計 24,279 17,624

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※3
 2,505

※1, ※3
 2,471

機械装置及び運搬具（純額） ※1, ※3
 5,386

※1, ※3
 4,972

土地 ※3, ※6
 7,475

※3, ※6
 7,472

リース資産（純額） － ※1
 28

建設仮勘定 359 181

その他（純額） ※1
 379

※1
 367

有形固定資産合計 16,106 15,493

無形固定資産

リース資産 － 14

その他 22 25

無形固定資産合計 22 39

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 153

※2
 140

その他 216 153

貸倒引当金 △91 △90

投資その他の資産合計 278 202

固定資産合計 16,406 15,735

資産合計 40,686 33,360
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,037 5,455

短期借入金 ※3
 5,423

※3
 5,371

リース債務 － 11

未払法人税等 61 19

賞与引当金 375 120

その他 1,864 ※3
 1,557

流動負債合計 18,761 12,535

固定負債

長期借入金 ※3
 7,790

※3
 7,820

リース債務 － 31

再評価に係る繰延税金負債 ※6
 2,109

※6
 2,110

退職給付引当金 2,275 2,115

役員退職慰労引当金 114 113

その他 326 ※3
 275

固定負債合計 12,615 12,467

負債合計 31,377 25,002

純資産の部

株主資本

資本金 4,640 4,640

資本剰余金 3,053 1,230

利益剰余金 △1,707 △521

自己株式 △41 △45

株主資本合計 5,945 5,303

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14 △26

繰延ヘッジ損益 △4 △1

土地再評価差額金 ※6
 3,203

※6
 3,204

為替換算調整勘定 79 △156

評価・換算差額等合計 3,293 3,020

少数株主持分 70 33

純資産合計 9,309 8,357

負債純資産合計 40,686 33,360
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②【連結損益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 45,419 41,562

売上原価 ※2
 42,373

※1
 38,277

売上総利益 3,046 3,285

販売費及び一般管理費 ※3, ※4
 3,002

※3, ※4
 2,974

営業利益 43 311

営業外収益

受取利息 14 11

受取配当金 3 2

負ののれん償却額 0 0

持分法による投資利益 6 3

受取賃貸料 48 56

受取クレーム補償金 － 18

その他 66 84

営業外収益合計 139 178

営業外費用

支払利息 294 290

為替差損 401 253

その他 142 110

営業外費用合計 838 654

経常損失（△） △655 △165

特別利益

固定資産売却益 ※5
 1

※5
 1

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 － 19

特別利益合計 1 21

特別損失

過年度損益修正損 － 260

固定資産売却損 ※6
 3

※6
 2

固定資産廃棄損 ※7
 69

※7
 37

減損損失 － 2

投資有価証券評価損 6 5

役員退職慰労引当金繰入額 209 －

持分変動損失 13 4

異常操業度損失 － ※8
 177

特別損失合計 301 491

税金等調整前当期純損失（△） △955 △634

法人税、住民税及び事業税 172 36

過年度法人税等 45 －

法人税等調整額 1,768 △29

法人税等合計 1,986 6

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5 △4

当期純損失（△） △2,948 △636
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,640 4,640

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,640 4,640

資本剰余金

前期末残高 3,053 3,053

当期変動額

欠損填補 － △1,823

当期変動額合計 － △1,823

当期末残高 3,053 1,230

利益剰余金

前期末残高 1,711 △1,707

当期変動額

剰余金の配当 △475 －

欠損填補 － 1,823

当期純損失（△） △2,948 △636

連結子会社の増加による増加 4 －

土地再評価差額金の取崩 － △1

当期変動額合計 △3,419 1,185

当期末残高 △1,707 △521

自己株式

前期末残高 △31 △41

当期変動額

自己株式の取得 △10 △3

当期変動額合計 △10 △3

当期末残高 △41 △45

株主資本合計

前期末残高 9,375 5,945

当期変動額

剰余金の配当 △475 －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △2,948 △636

自己株式の取得 △10 △3

連結子会社の増加による増加 4 －

土地再評価差額金の取崩 － △1

当期変動額合計 △3,429 △642

当期末残高 5,945 5,303
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 38 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△23 △40

当期変動額合計 △23 △40

当期末残高 14 △26

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △3 △4

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△0 3

当期変動額合計 △0 3

当期末残高 △4 △1

土地再評価差額金

前期末残高 3,203 3,203

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 1

当期変動額合計 － 1

当期末残高 3,203 3,204

為替換算調整勘定

前期末残高 51 79

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

28 △236

当期変動額合計 28 △236

当期末残高 79 △156

評価・換算差額等合計

前期末残高 3,290 3,293

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3 △273

当期変動額合計 3 △273

当期末残高 3,293 3,020

少数株主持分

前期末残高 11 70

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58 △36

当期変動額合計 58 △36

当期末残高 70 33

純資産合計

前期末残高 12,676 9,309

当期変動額

剰余金の配当 △475 －

当期純損失（△） △2,948 △636

自己株式の取得 △10 △3

連結子会社の増加による増加 4 －

土地再評価差額金の取崩 － △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 62 △309

当期変動額合計 △3,367 △951

当期末残高 9,309 8,357
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △955 △634

減価償却費 1,793 1,734

減損損失 － 2

負ののれん償却額 △0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △135 △159

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 114 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △265 △255

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △13

受取利息及び受取配当金 △17 △14

支払利息 294 290

為替差損益（△は益） △20 0

持分法による投資損益（△は益） △6 △3

有形固定資産売却損益（△は益） 1 1

有形固定資産廃棄損 69 37

持分変動損益（△は益） 13 4

売上債権の増減額（△は増加） 799 1,688

たな卸資産の増減額（△は増加） 190 2,856

仕入債務の増減額（△は減少） 1,496 △4,895

その他 △613 198

小計 2,760 838

利息及び配当金の受取額 17 12

利息の支払額 △294 △297

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △655 △63

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,828 489

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 650 －

有価証券の取得による支出 △5 △106

有価証券の売却による収入 5 －

投資有価証券の取得による支出 － △47

投資有価証券の売却による収入 － 9

有形固定資産の取得による支出 △3,250 △1,178

有形固定資産の売却による収入 4 20

無形固定資産の取得による支出 △0 △8

子会社株式の取得による支出 － △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,596 △1,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,280 1,560

短期借入金の返済による支出 △4,057 △1,498

長期借入れによる収入 6,300 2,900

長期借入金の返済による支出 △2,815 △2,983

自己株式の取得による支出 △10 △3

配当金の支払額 △469 △1

その他 － △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 227 △40

現金及び現金同等物に係る換算差額 48 △66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △492 △939

現金及び現金同等物の期首残高 3,247 2,770

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 15 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 2,770

※1
 1,830

EDINET提出書類

エンシュウ株式会社(E01521)

有価証券報告書

32/96



【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当社グループは、2,948百万円の当期純損失の計上に伴

う純資産の大幅な減少により、金融機関数社と締結して

いるシンジケートローン契約（平成20年3月31日現在残

高5,440百万円）の財務制限条項等に抵触する事実が発

生しております。これにより、期限の利益喪失に係る請求

を受ける可能性があり、今後の資金繰りへの影響が懸念

されることから継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しています。 

　この当期純損失発生の主な要因は、工作機械関連事業部

門の一部システム物件の採算悪化に加え、棚卸資産評価

損の計上、繰延税金資産の取崩によるものであります。 

　当社グループとしては、当該状況を解消すべく利益管理

の強化による採算改善を含む経営計画、資金計画を策定

し、取引金融機関に対しシンジケートローン契約の当該

条項につき適用免除について協議を行いました。その結

果、多数貸付人より期限の利益喪失請求を行わないこと

につき同意を頂いた書面を受領致しました。 

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。

　　　　　　 ──────────
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　

項目

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　　　　４社
ENSHU(USA)CORPORATION
ENSHU GmbH
ENSHU(Thailand)Limited

(1) 連結子会社の数　　　　　４社
ENSHU(USA)CORPORATION
ENSHU GmbH
ENSHU(Thailand)Limited

　     BANGKOK ENSHU
　　MACHINERY Co.,Ltd.
前連結会計年度において非連結　　子

会社であったBANGKOK ENSHU MACH　
INERY Co.,Ltd.は、重要性が増したこ
とにより当連結事業年度より連結の範
囲に含めております。 

    BANGKOK ENSHU
　　MACHINERY Co.,Ltd.

　 (2) 非連結子会社名
㈲エンシュウ厚生センター

(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は小規模会社であ

り、総資産、売上高、当期純損益(持分
に見合う額)及び利益剰余金(持分に
見合う額)等はいずれも連結財務諸
表に重要な影響を及ぼしていないの
で、重要性が乏しいと判断し除外い
たしました。

(2) 非連結子会社名
㈲エンシュウ厚生センター

(連結の範囲から除いた理由)
同左

２　持分法の適用に関する事
項

(1) 持分法適用の関連会社数　１社
遠州建設㈱

(1) 持分法適用の関連会社数　１社
遠州建設㈱

　 (2) 持分法を適用していない非連結子
会社の名称
㈲エンシュウ厚生センター

(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、当期純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽
微であり、かつ全体としても重要な
影響を及ぼしていないため、持分法
を適用せず原価法により評価してお
ります。

(2) 持分法を適用していない非連結子
会社の名称
㈲エンシュウ厚生センター

(持分法を適用しない理由)
同左

３　連結子会社の事業年度等
に関する事項

連結子会社４社の事業年度末日は12
月31日であります。連結財務諸表の作
成にあたっては、同日現在の財務諸表
を使用し、連結決算日との間に生じた
重要な取引については連結上必要な調
整を行なっております。

同左

４　会計処理基準に関する事
項

　 　

　(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法

イ　有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、
全部純資産直入法により処理
し、売却原価は、移動平均法に
より算定）

イ　有価証券
その他有価証券
時価のあるもの

同左

 
　 時価のないもの

移動平均法による原価法
時価のないもの

同左
　 ロ　デリバティブ

　　　時価法
ロ　デリバティブ

同左
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　 ハ　たな卸資産
　工作機械製品及び仕掛品は個別法
による原価法、その他のたな卸資産
は主として総平均法による原価法に
よっております。

ハ　たな卸資産
　評価基準は原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）によって
おります。
　工作機械製品及び仕掛品は個別法、
その他のたな卸資産は主として総平
均法によっております。
(会計方針の変更)
「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成18年
７月５日　企業会計基準第９号）を当
連結会計年度から適用し、評価基準に
ついては原価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更
しております。 
  この結果、従来の方法によった場合
に比べて、売上総利益及び営業利益が
65百万円それぞれ減少し、経常損失、税
金等調整前当期純損失及び当期純損失
が65百万円それぞれ増加しておりま
す。
なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(有形固定資産)
当社においては、以下のように処　理

しております。
 
建物（建物附属設備は除く）
a　平成10年３月31日以前に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　したもの　　
　 
旧定率法によっております。
b　平成10年４月１日から平成　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　19年３月31日
までに取得した　　　 　もの
旧定額法によっております。
c　平成19年４月１日以後に　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 　取得したもの　　
　 
定額法によっております。
建物以外
a　平成19年３月31日以前に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　したもの　　
　 
旧定率法によっております。
b　平成19年４月１日以降に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　したもの
定率法によっております。　　　　　　

また、平成10年４月１日以降に取得
した取得価額10万円以上20万円未満の
資産については、３年間で均等償却す
る方法を採用しております。在外子会
社においては主として定額法を採用し
ております。
(会計方針の変更)
法人税法の改正（（所得税法等の一

部を改正する法律　平成19年３月30日　
法律第６号）及び（法人税法施行令の
一部を改正する政令　平成19年３月30
日　政令第83号））に伴い、当連結会計
年度から、平成19年４月１日以降に取
得したものについては、改正後の法人
税法に基づく方法に変更いたしまし
た。これに伴い、前連結会計年度と同一
の方法によった場合と比べ、売上総利
益が42百万円、営業利益が45百万円減
少、経常損失、税金等調整前当期純損
失、当期純損失がそれぞれ46百万円増
加しております。
なお、セグメント情報に与える影響は、
当該箇所に記載しております。

(有形固定資産)
当社においては、以下のように処　理

しております。
イ　リース資産以外の有形固定資産
建物（建物附属設備は除く）
a　平成10年３月31日以前に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 したもの　
　　 
旧定率法によっております。
b　平成10年４月１日から平成　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　19年３月31日
までに取得した　　　 　もの
旧定額法によっております。
c　平成19年４月１日以後に　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 　取得したもの　　
　 
定額法によっております。
建物以外
a　平成19年３月31日以前に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　したもの　　
　 
旧定率法によっております。
b　平成19年４月１日以降に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　したもの
定率法によっております。　　　　　　

平成10年４月１日以降に取得した取
得価額10万円以上20万円未満の資産に
ついては、３年間で均等償却する方法
を採用しております。在外子会社にお
いては主として定額法を採用しており
ます。
平成19年３月31日以前に取得したも

のについては、償却可能限度額まで償
却が終了した翌年から５年間で均等償
却する方法によっております。
ロ　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零として算定する定額法によって
おります。なお、リース取引開始日が
リース会計基準適用初年度開始前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引
については、引き続き通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理を適用
しております。
　在外子会社においては主として定額
法を採用しております。

　

項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)
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(追加情報)
当連結会計年度から、平成19年３月

31日以前に取得したものについては、
償却可能限度額まで償却が終了した翌
年から５年間で均等償却する方法に
よっております。 
当該変更が損益に与える影響は、売上
総利益が80百万円、営業利益が84百万
円減少、経常損失、税金等調整前当期純
損失、当期純損失がそれぞれ89百万円
増加しております。
　なお、セグメント情報に与える影響
は、当該箇所に記載しております。 
 
 
 

 

 
(無形固定資産)
イ　リース資産以外の無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法によっ
ております。
ロ　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零として算定する定額法によって
おります。なお、リース取引開始日が
リース会計基準適用初年度開始前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引
については、引き続き通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理を適用
しております。
(会計方針の変更)
所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっており
ましたが、「リース取引に関する会計
基準」（企業会計基準第13号（平成５
年６月17日（企業会計審議会第一部
会）、平成19年３月30日改正））及び
「リース取引に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第16号
（平成６年１月18日（日本公認会計士
協会　会計制度委員会）、平成19年３月
30日改正））を当連結会計年度から適
用し、通常の売買取引に係る会計処理
によっております。ただし、リース取引
開始日がリース会計基準適用初年度開
始前の所有権移転外ファイナンス・
リース取引については、引き続き通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理を適用しております。 
　また、所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産の減価償
却の方法については、リース期間を耐
用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に
比べて、当連結会計年度のリース資産
が有形固定資産に11百万円、無形固定
資産に14百万円計上されております。 
　なお、この変更による損益への影響は
ありません。

　

EDINET提出書類

エンシュウ株式会社(E01521)

有価証券報告書

37/96



　

項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　(3) 重要な引当金の計上基
準

イ　貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込み額を計上しておりま
す。

イ　貸倒引当金
同左

　 ロ　賞与引当金
当社においては、従業員賞与の支

払に充てるため、会社基準(支払予定
額)による要支給額を引当てており
ます。

ロ　賞与引当金
同左

　 ハ　退職給付引当金
当社においては従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末に
おける退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
なお、会計基準変更時差異につい

ては、15年による按分額を費用処理
しております。
また、過去勤務債務については、15

年による定額法により按分した額を
発生した連結会計年度より費用処理
することとしております。数理計算
上の差異については、15年による定
額法により按分した額を発生の翌連
結会計年度より費用処理することと
しております。

ハ　退職給付引当金
同左

　 ニ　役員退職慰労引当金
当社においては、役員の退職慰労金

の支出に備えるため、内規に基づく連
結会計年度末要支給額を計上しており
ます。なお、平成19年４月27日開催の取
締役会において、平成19年６月28日開
催の定時株主総会終結の時をもって役
員退職慰労金制度を廃止することを決
議いたしました。当連結会計年度末に
おける役員退職慰労引当金残高は、当
制度廃止以前から在職している取締役
及び監査役に対する支給見込額であり
ます。 
(会計方針の変更)
当社においては、役員退職慰労金は、

従来、支出時の費用として処理してお
りましたが、当連結会計年度より「租
税特別措置法上の準備金及び特別法上
の引当金又は準備金並びに役員退職慰
労引当金等に関する監査上の取扱い」
（日本公認会計士協会　平成19年４月
13日　監査・保証実務委員会報告第42
号）を適用し、内規に基づく連結会計
年度末要支給額を役員退職慰労引当金
として計上する方法に変更いたしまし
た。これに伴い、前連結会計年度と同一
の方法によった場合と比べ、営業利益
が５百万円減少、経常損失が５百万円、
税金等調整前当期純損失及び当期純損
失がそれぞれ114百万円増加しており
ます。なお、セグメント情報に与える影
響は、当該箇所に記載しております。 

ニ　役員退職慰労引当金
当社においては、役員の退職慰労金

の支出に備えるため、内規に基づく連
結会計年度末要支給額を計上しており
ます。なお、平成19年４月27日開催の取
締役会において、平成19年６月28日開
催の定時株主総会終結の時をもって役
員退職慰労金制度を廃止することを決
議いたしました。当連結会計年度末に
おける役員退職慰労引当金残高は、当
制度廃止以前から在職している取締役
及び監査役に対する支給見込額であり
ます。 
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　(4) 重要なリース取引の処
理方法

当社においては、リース物件の所有
権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によっております。

──────────

　(5) 重要なヘッジ会計の方
法

イ　ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ及び金利スワップの特

例処理

イ　ヘッジ会計の方法
同左

 
　 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段
金利スワップ 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段

同左
　 ヘッジ対象

長期借入金
ヘッジ対象

同左

　 ハ　ヘッジ方針
当社の長期運転資金の金利を固
定化するためのものであります。

ハ　ヘッジ方針
同左

　 ニ　ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始から有効性判定時点ま

での期間におけるヘッジ対象及び
ヘッジ手段の相場変動またはキャッ
シュ・フロー変動の累計額等を基礎
として判断しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法
同左

　(6) その他連結財務諸表作
成のための重要な事項

消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

消費税等の会計処理
同左

 
５　連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項

 
　連結子会社の資産及び負債の評価方
法は、全面時価評価法によっておりま
す。

 
同左

６　のれん及び負ののれんの
償却に関する事項

 

　のれん及び負ののれんは、原則とし
て５年間で均等償却しております。

同左

７　連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲

手許現金、随時引出し可能な預金及
び容易に換金可能であり、かつ、価格の
変動について僅少なリスクしか負わな
い取得日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資よりなっておりま
す。

同左
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【会計処理の変更】

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　　　　　　　────────── （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会平成18年５

月17日　実務対応報告第18号）を当連結会計年度から適

用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

（売上計上基準の変更）

当連結会計年度より、工作機械関連事業部門の国内に

おけるシステム機の売上計上基準を従来の出荷基準から

検収基準に変更しております。この変更は、出荷から検収

までの期間が長期化する傾向にあることから、売上計上

基準をより客観性、確実性のある検収基準に変更するこ

とにより、出荷から検収に至る管理をより厳密に行い、よ

り一層の品質向上を目指すものであります。 

　この変更に伴い、従来と同一の基準によった場合と比較

し、売上高が61百万円、売上総利益及び営業利益が80百万

円それぞれ増加、経常損失が80百万円減少し、税金等調整

前当期純損失及び当期純損失が180百万円それぞれ増加

しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しおります。

　

【表示方法の変更】

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度末において「支払手形及び買掛金」と

相殺して表示しておりました有償支給材料代（前連結会

計年度653百万円）は、科目内容を考慮し当連結会計年度

より流動資産「その他」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度の流動資産「その他」に含めて

表示しております有償支給材料代は683百万円でありま

す。

(連結貸借対照表)

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ2,601百万円、7,806百万円、623百万円であります。

(連結損益計算書)

前連結会計年度において営業外収益「その他」に含め

て表示しておりました「受取クレーム補償金」は、営業

外収益の総額の10/100を超えることとなったため、当連

結会計年度においては区分掲記することといたしまし

た。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「受取ク

レーム補償金」は、11百万円であります。
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【注記事項】

(連結貸借対照表関係)
　

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産償却累計額は24,425百万円でありま
す。

 

※１　有形固定資産償却累計額は25,358百万円でありま
す。

 

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと
おりであります。

投資有価証券（株式） 42百万円
 

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと
おりであります。

投資有価証券（株式） 45百万円
 

※３　担保に供している資産
建物 1,031百万円

構築物 36

機械装置 3,163
土地 5,653

計 9,885
 

上記物件のうち、建物、構築物、機械装置及び土地
について工場財団を設定し、短期借入金　　 4,807百
万円、長期借入金7,417百万円の担保に供しておりま
す。
 

※３　担保に供している資産
建物 948百万円

構築物 33

機械装置 2,471
土地 5,653

計 9,107
 

上記物件のうち、建物、構築物、機械装置及び土地
について工場財団を設定し、短期借入金　　 　　 4,663
百万円、長期借入金7,685百万円、預り保証金285百万
円の担保に供しております。
 

　４　保証債務
関係会社の借入金に対する保証を次のとおり行っ

ております。

遠州建設㈱ 113百万円
 

　４　保証債務
関係会社の借入金に対する保証を次のとおり行っ

ております。

遠州建設㈱ 122百万円
 

　５　受取手形割引高は1,508百万円であります。
 

　５　受取手形割引高は50百万円であります。
 

※６　土地の再評価に関する事項
土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

(平成13年３月31日公布法律第19号)に基づき、事業
用の土地の再評価を行ない、当該再評価差額に係る
税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として
負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再
評価差額金」として純資産の部に計上しておりま
す。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固
定資産税評価額を基準とする方法、及び同条第４
号に定める地価税法に規定する地価税の課税価格
の計算の基礎となる土地の価格(路線価)を基準と
して時価を算出しております。
再評価を行った年月日　　　　平成13年３月31日
再評価を行った土地の期末にお
ける時価と再評価後の帳簿価額
との差額

△1,963百万円

※６　土地の再評価に関する事項
土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

(平成13年３月31日公布法律第19号)に基づき、事業
用の土地の再評価を行ない、当該再評価差額に係る
税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として
負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再
評価差額金」として純資産の部に計上しておりま
す。
再評価の方法

同左

 
再評価を行った年月日　　　　　　　　同左
再評価を行った土地の期末にお
ける時価と再評価後の帳簿価額
との差額

△1,767百万円
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(連結損益計算書関係)
　

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　１　　　　　 ──────────
 
 
 
※２　売上原価には、たな卸資産の低価法による評価減 
　71百万円（375千米ドル及び172千ユーロ）が含ま
れております。

 
※３　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

 
運賃荷造費 301百万円

旅費及び交通費 195

給料及び賞与 961

賞与引当金繰入額 66

退職給付引当金繰入額 73

減価償却費 99

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低
下による簿価切下額

　　 　売上原価　　　　　　　　　　　　　　65百万円
 
　２　　　　　 ──────────
 
 
 
※３　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

 
運賃荷造費 298百万円

販売手数料 297

給料及び賞与 776

賞与引当金繰入額 85

退職給付引当金繰入額 82

　 　
 

※４　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費

　 211百万円

※４　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費

　 183百万円
 

※５　固定資産売却益の明細

機械装置及び運搬具 1百万円

その他(工具、器具及び備品) 0

計 1

※５　固定資産売却益の明細

機械装置及び運搬具 1百万円

その他(工具、器具及び備品) 0

計 1
 

※６　固定資産売却損の明細

機械装置及び運搬具 3百万円
 

※６　固定資産売却損の明細

機械装置及び運搬具 2百万円
 

※７　固定資産廃棄損の明細

建物及び構築物 9百万円

機械装置及び運搬具 30

その他(工具、器具及び備品) 29

計 69

 

　８　　　　　 ──────────

※７　固定資産廃棄損の明細

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 32

その他(工具、器具及び備品) 0

その他(電話加入権) 3

計 37

※８　設備稼働率が低下したために発生した異常操業経
費です。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 63,534 ─ ─ 63,534

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 156 42 ─ 199

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　42千株

　
３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 316 5.00平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 158 2.50平成19年９月30日 平成19年12月７日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。
　

当連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 63,534 ─ ─ 63,534

　
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 199 38 ─ 237

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　38千株

　
３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　該当事項はありません。
　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

エンシュウ株式会社(E01521)

有価証券報告書

43/96



(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日)

現金及び預金勘定 1,096百万円

信託期間が３ヶ月以内の
信託受益権

1,673

現金及び現金同等物 2,770
 

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 1,830百万円

信託期間が３ヶ月以内の
信託受益権

─

現金及び現金同等物 1,830
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引

１. ファイナンス・リース取引
 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額及び期末残高相当額

(1) リース資産の内容
　・有形固定資産

取得価額相当額

機械装置及び運搬具 24百万円

その他(工具、器具及び備品) 231

計 255

主として、ENSHU(Thailand)Limitedにおける車
両運搬具（機械装置及び運搬具）及び工作機械関
連事業部門における生産管理システム(工具、器具
及び備品)であります。

　　 ・無形固定資産
減価償却累計額相当額

機械装置及び運搬具 17百万円

その他(工具、器具及び備品) 122

計 139

主として、工作機械関連事業部門における生産
管理用ソフトウェアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項　（2）重要な減価
償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであり
ます。

期末残高相当額

機械装置及び運搬具 7百万円

その他(工具、器具及び備品) 108

計 115

　

　なお、上記取得価額相当額は、未経過リース料期末残高
が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、
連結財務諸表規則第15条の３において準用する、財務諸
表等規則第８条の６第２項の規定に基づき、支払利子込
み法により算定しております。

　

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 47百万円

１年超 68

計 115

　

　なお、上記未経過リース料期末残高相当額は、未経過
リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める
割合が低いため、連結財務諸表規則第15条の３において
準用する、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定に基
づき、支払利子込み法により算定しております。

　

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 61百万円

減価償却費相当額 61
 

　

(4) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

　

２　オペレーティング・リース取引
 
未経過リース料

１年以内 26百万円

１年超 86

計 112

２. オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも
のに係る未経過リース料

１年以内 28百万円

１年超 79

計 107
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(有価証券関係)

前連結会計年度(平成20年３月31日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分 取得原価(百万円)
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

　 　 　

　株式 30 43 12

　その他 10 15 4

小計 41 58 17

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

　 　 　

　株式 1 1 △0

　その他 5 5 △0

小計 7 6 △0

合計 48 65 16

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理は行っておりま

せん。

　

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

　

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 　

非上場株式 46

ＭＭＦ 92

子会社株式及び関連会社株式 　

非上場株式 42

合計 181

　

３　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

　

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

その他 　 　 　 　

投資信託 2 1 ─ ─

合計 2 1 ─ ─
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当連結会計年度(平成21年３月31日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分 取得原価(百万円)
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

　 　 　

　株式 4 6 1

　その他 1 1 0

小計 6 7 1

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

　 　 　

　株式 65 41 △24

　その他 14 11 △3

小計 80 52 △27

合計 86 59 △26

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有

価証券評価損５百万円を計上しております。

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券 (自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

9 0 ─

　

３　時価評価されていない主な有価証券の内容

　

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 　

非上場株式 34

ＭＭＦ 167

子会社株式及び関連会社株式 　

非上場株式 45

合計 247
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項
　

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(1) 取引の内容及び利用目的等
当社は、通常の営業過程における輸出取引の為替相

場の変動によるリスクを軽減するため、先物為替予約
取引を行っております。
また、当社は長期運転資金の金利を固定化させるた

め、金利スワップ取引を行っております。
なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

(1) 取引の内容及び利用目的等
当社は、通常の営業過程における輸出取引の為替相

場の変動によるリスクを軽減するため、先物為替予約
取引を行っております。
また、当社は長期運転資金の金利を固定化させるた

め、金利スワップ取引を行っております。
なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。
 
ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理及び金利スワップの特例処理
によっております。

 
ヘッジ会計の方法

同左
 

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段　　　金利スワップ　　　　　　　　　
ヘッジ対象　　　長期借入金

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段　　　金利スワップ　　　　　　　　　
ヘッジ対象　　　長期借入金

 
ヘッジ方針

当社の長期運転資金の金利を固定化するため
のものであります。

ヘッジ方針
当社の長期運転資金の金利を固定化するため

のものであります。
 

ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間に

おけるヘッジ対象及びヘッジ手段の相場変動ま
たはキャッシュ・フロー変動の累計額等を基礎
として判断しております。

ヘッジ有効性評価の方法
同左

(2) 取引に対する取組方針
通貨関連におけるデリバティブ取引については、主

としてドル建ての売上債権をヘッジするためのもので
あるため、外貨建債権の範囲内で行うこととし、また、
金利関連におけるデリバティブ取引については、変動
金利を固定金利に変換する目的のものであり、投機目
的のデリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針
同左

(3) 取引に係るリスクの内容
通貨関連のうち輸出取引における先物為替予約取引

は、確定した外貨建債権に対して行うもので、外貨建金
銭債権債務の換算を通じて連結財務諸表に計上してあ
り、相場の変動によるリスクは有しておりません。
通貨関連及び金利関連とも当社のデリバティブ取引

の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行である
ため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスク
は、ほとんどないと判断しております。
　　　　　

(3) 取引に係るリスクの内容
同左

(4) 取引に係るリスク管理体制
通貨関連、金利関連のデリバティブ取引の実行及び

管理は、経理グループにて行っております。取引の実行
においては、通貨関連取引については外貨建債権の範
囲内で行い、また、金利スワップ取引については支払金
利を固定化する場合のみとする方針でリスク管理を
行っております。さらに、財務担当役員は、月ごとの定
例取締役会にデリバティブ取引をも含んだ財務報告を
することとなっております。

(4) 取引に係るリスク管理体制
同左

　

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(平成20年３月31日現在)

ヘッジ会計の適用により、該当事項はありません。

　

当連結会計年度(平成21年３月31日現在)

ヘッジ会計の適用により、該当事項はありません。
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(退職給付関係)

前連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。

　

２　退職給付債務及びその内訳

　

　
前連結会計年度
(平成20年３月31日)

(1) 退職給付債務 　 △6,669百万円

(2) 年金資産(時価) 　 2,795　

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) 　 △3,874　

(4) 未認識過去勤務債務 　 △1,080　

(5) 未認識数理計算上の差異 　 1,263　

(6) 会計基準変更時差異の未処理額 　 1,417　

(7) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6) 　 △2,275　

(8) 前払年金費用 　 0　

(9) 退職給付引当金(7)―(8) 　 △2,275　

　 　 　　

　

３　退職給付費用の内訳

　

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(1) 勤務費用 　 228百万円

(2) 利息費用 　 161　

(3) 期待運用収益 　 △130　

(4) 過去勤務債務の処理額 　 △130　

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 　 96　

(6) 会計基準変更時差異の費用処理額 　 202　

(7) 退職給付費用 　 427　

　 　 　　

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　

　
前連結会計年度
(平成20年３月31日)

(1) 割引率 2.0％

(2) 期待運用収益率 4.0％

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の処理年数 15年

(5) 数理計算上の差異の処理年数 15年

(6) 会計基準変更時差異の処理年数 15年
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当連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。

　

２　退職給付債務及びその内訳

　

　
当連結会計年度
(平成21年３月31日)

(1) 退職給付債務 　 △6,413百万円

(2) 年金資産(時価) 　 2,174　

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) 　 △4,238　

(4) 未認識過去勤務債務 　 △950　

(5) 未認識数理計算上の差異 　 1,858　

(6) 会計基準変更時差異の未処理額 　 1,214　

(7) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6) 　 △2,115　

(8) 前払年金費用 　 ─　

(9) 退職給付引当金(7)―(8) 　 △2,115　

　 　 　　

　

３　退職給付費用の内訳

　

　
当連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(1) 勤務費用 　 245百万円

(2) 利息費用 　 132　

(3) 期待運用収益 　 △111　

(4) 過去勤務債務の処理額 　 △130　

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 　 123　

(6) 会計基準変更時差異の費用処理額 　 202　

(7) 退職給付費用 　 462　

　 　 　　

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　

　
当連結会計年度
(平成21年３月31日)

(1) 割引率 2.0％

(2) 期待運用収益率 4.0％

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の処理年数 15年

(5) 数理計算上の差異の処理年数 15年

(6) 会計基準変更時差異の処理年数 15年

　

次へ
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　

　
前連結会計年度
(平成20年３月31日)

　
当連結会計年度
(平成21年３月31日)

　

(繰延税金資産) 　 　 　　

繰越欠損金 410百万円　 758百万円　

退職給付引当金 903 　 840 　

賞与引当金 148 　 47 　

たな卸資産 519 　 503 　

有価証券 56 　 22 　

未払事業税 6 　 0 　

売上原価認識差異 121 　 214 　

その他 232 　 283 　

繰延税金資産小計 2,399 　 2,671 　

評価性引当金 △2,352 　 △2,635 　

繰延税金資産合計 47 　 36 　

(繰延税金負債) 　 　 　　

貸倒引当金調整 △0 　 △0 　

その他有価証券評価差額金 △2 　 △0 　

その他 △42 　 △10 　

繰延税金負債合計 △45 　 △10 　

繰延税金資産の純額 1 　 25 　

　 　 　 　　

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 　

　
前連結会計年度
(平成20年３月31日)

　
当連結会計年度
(平成21年３月31日)

　

流動資産－繰延税金資産 47 　 36 　

流動負債－その他 　 　 7 　

固定負債－その他 　 　 3 　

　 　 　 　　

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　

　
前連結会計年度
(平成20年３月31日)

　
当連結会計年度
(平成21年３月31日)

　

　 　当連結会計年度については、税金
等調整前当期純損失が計上されて
いるため、記載しておりません。

　

　　　　 　 同左
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

　
工作機械
関連事業
(百万円)

輸送機器他
関連事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社(百万円)

連結(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　

売上高 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
対する売上高

22,987 22,431 45,419 ─ 45,419

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

253 0 253 (253) ─

計 23,240 22,431 45,672 (253) 45,419

営業費用 23,515 22,087 45,602 (227) 45,375

営業利益又は
営業損失（△）

△274 343 69 (26) 43

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

　 　 　 　 　

資産 24,732 14,975 39,708 978 40,686

減価償却費 423 1,383 1,807 (14) 1,793

資本的支出 585 2,227 2,813 ─ 2,813

(注) １　事業区分は、製品の種類・性質によっております。

２　各区分の主な製品

(1) 工作機械関連事業………フレキシブルトランスファーマシン＆ライン、各種専用機、マシニングセンタ、半

導体レーザー加工機他

(2) 輸送機器他関連事業……二輪車用エンジン、雪上車、ゴルフカー及びバギー車の部品加工、船舶用エンジン

の加工組立、自動車用部品の加工

３　営業費用はすべて各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,037百万円であります。その主なものは当社での

余資投資資金(現金及び預金・投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４.会計処理基準に関する事項　（2）重要な減価償却資

産の減価償却方法　（有形固定資産）（会計方針の変更）」に記載の通り、当連結会計年度から「法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連

結会計年度における営業費用は「工作機械関連事業部門」が11百万円、「輸送機器他関連事業部門」が34百

万円増加し、「工作機械関連事業部門」においては営業損失が11百万円増加し、「輸送機器他関連事業部門」

においては営業利益が34百万円減少しております。

６　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４．会計処理基準に関する事項　（2）重要な減価償却資

産の減価償却の方法　（有形固定資産）（追加情報）」に記載の通り、当連結会計年度から、平成19年３月31

日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法

によっております。当該変更が損益に与える影響は、営業費用は「工作機械関連事業部門」が46百万円、「輸

送機器他関連事業部門」が38百万円増加し、「工作機械関連事業部門」においては営業損失が46百万円増加

し、「輸送機器他関連事業部門」においては営業利益が38百万円減少しております。

７　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４．会計処理基準に関する事項　（4）重要な引当金の計

上基準　ニ　役員退職慰労引当金（会計方針の変更）」に記載の通り、当連結会計年度から「租税特別措置法

上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金に関する監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会　平成19年４月13日　監査・保証実務委員会報告第42号）を適用しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「工作機械関連事業部門」が２百万円、

「輸送機器他関連事業部門」が２百万円増加し、「工作機械関連事業部門」においては営業損失が２百万円

増加し、「輸送機器他関連事業部門」においては営業利益が２百万円減少しております。　
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当連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　

　
工作機械
関連事業
(百万円)

輸送機器他
関連事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社(百万円)

連結(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　

売上高 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
対する売上高

22,270 19,292 41,562 ─ 41,562

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

271 ─ 271 (271) ─

計 22,541 19,292 41,833 (271) 41,562

営業費用 22,573 18,920 41,494 (242) 41,251

営業利益又は
営業損失（△）

△32 372 339 (28) 311

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

　 　 　 　 　

資産 19,057 12,742 31,800 1,559 33,360

減価償却費 485 1,260 1,745 (11) 1,734

資本的支出 419 798 1,217 ─ 1,217

(注) １　事業区分は、製品の種類・性質によっております。

２　各区分の主な製品

(1) 工作機械関連事業………フレキシブルトランスファーマシン＆ライン、各種専用機、マシニングセンタ、半

導体レーザー加工機他

(2) 輸送機器他関連事業……二輪車用エンジン、雪上車、ゴルフカー及びバギー車の部品加工、船舶用エンジン

の加工組立、自動車用部品の加工

３　営業費用はすべて各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,573百万円であります。その主なものは当社での

余資投資資金(現金及び預金・投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

５　会計方針の変更

　(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更　４．会計処理基準に関する事項　（1）重要な資産

の評価基準及び評価方法　ハ　たな卸資産　（会計方針の変更）」に記載の通り、当連結会計年度から、「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は「工作機械関連

事業部門」が65百万円増加し、営業損失は同額増加しております。

　(2) 売上計上基準の変更

　　「会計方針の変更」に記載の通り、当連結会計年度より、国内におけるシステム機の売上計上基準を従来の出荷

基準から検収基準に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度に

おける「工作機械関連事業部門」の売上高が61百万円増加、営業費用が19百万円減少し、営業損失が80百万円

減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

　 日本(百万円)北米(百万円)
その他の
地域(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社(百万円)

連結(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　 　

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
対する売上高

38,738 4,825 1,855 45,419 ─ 45,419

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,508 226 53 3,789 (3,789) ─

計 42,246 5,052 1,909 49,208(3,789)45,419

営業費用 42,978 4,622 1,752 49,353(3,977)45,375

営業利益又は
営業損失（△）

△731 430 156 △144 188 43

Ⅱ　資産 37,598 2,681 2,212 42,493(1,806)40,686

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する国又は地域

(1) 北米………………アメリカ

(2) その他の地域……ドイツ、タイ

３　従来、「北米」は「その他の地域」に含めておりましたが、「北米」の売上高が全セグメントの合計の10％以

上となったため当連結会計年度より「北米」として区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「北米」

の売上高は3,385百万円、営業費用3,253百万円、営業利益は131百万円であります。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,037百万円であり、その主なものは当社での余資

運用資金（現金及び預金・投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４．会計処理基準に関する事項　（2）重要な減価償却資

産の減価償却方法　（有形固定資産）（会計方針の変更）」に記載の通り、当連結会計年度から「法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連

結会計年度における営業費用は「日本」が45百万円増加し、営業損失が同額増加しております。

６　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４．会計処理基準に関する事項　（2）重要な減価償却資

産の減価償却方法　（有形固定資産）（追加情報）」に記載の通り、当連結会計年度から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法に

よっております。当該変更が損益に与える影響は、営業費用は「日本」が84百万円増加し、営業損失が同額増

加しております。

７　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４．会計処理基準に関する事項　（4）重要な引当金の計

上基準　ニ　役員退職慰労引当金（会計方針の変更）」に記載の通り、当連結会計年度から「租税特別措置法

上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金に関する監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会　平成19年４月13日　監査・保証実務委員会報告第42号）を適用しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「日本」が５百万円増加し、営業損失が

同額増加しております。
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当連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　

　 日本(百万円)
日本以外の
地域(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社(百万円)

連結(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　

売上高 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
対する売上高

38,303 3,259 41,562 ─ 41,562

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,774 69 2,843 (2,843) ─

計 41,077 3,328 44,406 (2,843) 41,562

営業費用 40,678 3,549 44,227 (2,976) 41,251

営業利益又は
営業損失（△）

399 △220 178 132 311

Ⅱ　資産 27,902 3,898 31,800 1,559 33,360

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する国又は地域

　アメリカ、ドイツ、タイ

３　従来、「北米」は区分掲記しておりましたが、「北米」の売上高が全セグメントの合計の10％未満となり今後

もこの傾向が予想されるため、当連結会計年度より、「日本以外の地域」に含めて表示しております。この結

果、前連結会計年度と同様の区分によった場合と比し、「日本以外の地域」の売上高は1,691百万円、営業費用

は1,841百万円、営業損失は150百万円それぞれ増加しております。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,573百万円であり、その主なものは当社での余資

運用資金（現金及び預金・投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

５　会計方針の変更

　(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更　４．会計処理基準に関する事項　（1）重要な資産

の評価基準及び評価方法　ハ　たな卸資産　（会計方針の変更）」に記載の通り、当連結会計年度から、「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度における営業費用は「日本」

が65百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

　(2) 売上計上基準の変更

　　「会計方針の変更」に記載の通り、当連結会計年度より、国内におけるシステム機の売上計上基準を従来の出荷

基準から検収基準に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度

における売上高は「日本」が61百万円増加、営業費用が19百万円減少し、営業利益が80百万円増加しておりま

す。
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【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

　 北米(百万円) アジア(百万円)
その他の地域
(百万円)

計(百万円)

Ⅰ　海外売上高 7,126 3,938 1,862 12,927

Ⅱ　連結売上高 　 　 　 45,419

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

15.7 8.7 4.1 28.5

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米………………アメリカ、メキシコ

(2) アジア……………インド、タイ、中国、インドネシア、韓国

(3) その他の地域……ドイツ、ポーランド、フランス

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦地域以外の国又は地域における売上高であります。

　

当連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　

　 北米(百万円) アジア(百万円)
その他の地域
(百万円)

計(百万円)

Ⅰ　海外売上高 1,604 10,427 1,119 13,152

Ⅱ　連結売上高 　 　 　 41,562

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

3.8 25.1 2.7 31.6

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米………………アメリカ

(2) アジア……………中国、韓国、インド、タイ、インドネシア

(3) その他の地域……ドイツ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦地域以外の国又は地域における売上高であります。
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　【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

(1) 親会社及び法人主要株主等

　

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主
(会社等)

ヤマハ
発動機㈱

静岡県
磐田市

48,302
二輪車
製造

直接 10.16―

二輪車用
エンジン
部品等の
受託加工

受託加工 15,919売掛金 1,146

原材料の
仕入 9,846買掛金 1,835

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(注) １　受託加工及び原材料の仕入については、市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に

決定しております。

２　上記取引金額及び期末残高には消費税等は含んでおりません。

　

(2) 兄弟会社等

　

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主
(会社等)
が議決権
の過半数
を所有し
ている会
社等

ヤマハ
マリン㈱

静岡県
浜松市

664
船舶機
製造

0 ―

船舶用エ
ンジンの
受託加工
及び組立

受託加工 4,109売掛金 354

原材料の
仕入 2,810買掛金 581

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(注) １　受託加工及び原材料の仕入については、市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に

決定しております。

２　上記取引金額及び期末残高には消費税等は含んでおりません。
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当連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　 （追加情報）

　　当連結会計年度から平成18年10月17日公布の「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員
会　企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　
企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。
 この結果、従来の開示対象範囲に加えられる開示対象はありません。
　

　１　関連当事者との取引

　(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　      連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

　

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

 主要株主
ヤマハ
発動機㈱

静岡県
 磐田市

48,342
二輪車 
 船舶機 
 製造

（被所有）
直接 10.16

二輪車用エン
ジン部品等の
受託加工
船舶用エンジ
ンの受託加工
及び組立

受託加工 14,134売掛金 675

原材料の
仕入

8,554買掛金 1,315

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １　受託加工及び原材料の仕入については、市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に

決定しております。

２　上記取引金額及び期末残高には消費税等は含んでおりません。

３　ヤマハマリン㈱は平成21年１月１日に合併によりヤマハ発動機㈱となっております。

　

　(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

　

　２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 145円88銭

　

１株当たり純資産額 131円51銭

１株当たり当期純損失金額 46円53銭

　
１株当たり当期純損失金額 10円06銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額
　

項目
前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 9,309 8,357

普通株式に係る純資産額（百万円） 9,239 8,324

差額の主な内訳（百万円） 　 　

　少数株主持分 70 33

普通株式の発行済株式数（千株） 63,534 63,534

普通株式の自己株式数（千株） 199 237

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） 63,335 63,296

　

２　１株当たり当期純損失金額

　

項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（△）（百万円） △2,948 △636

普通株式に係る当期純損失（△）（百万円） △2,948 △636

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─ ─

普通株式の期中平均株式数（千株） 63,354 63,317
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　　　　　　　　───────── （連結子会社ENSHU(USA)CORPORATIONにおける債権の取

立不能又は取立遅延のおそれ）

当社連結子会社ENSHU(USA)CORPORATIONの取引先であ

るGeneral Motors Corporation（以下、「ＧＭ社」又は

「債務者」）が平成21年６月１日(米国時間)付で米国に

おける連邦破産法第11章の適用申請を行ったことに伴

い、下記のとおり、当該取引先に対する債権の取立不能又

は取立遅延のおそれが生じております。

（1）債務者「ＧＭ社」の概要

①商号　      General Motors Corporation

②本店所在地  300 Renaissance Center Detroit,

                MI 48265-3000 

③代表者　    Frederick A. Henderson,President 

　　　　　　　　and Chief Executive Officer

④資本金　    1,017百万米ドル

　　　 　    （平成20年12月31日現在）

⑤主な事業　  自動車の開発、製造並びに販売

（2）債務者に対する債権の種類、金額および純資産に対

する割合（平成21年５月31日現在）

①債権の種類と金額

  売掛債権　　314百万円

②直近の連結会計年度の末日（平成21年３月31日）に

おける連結純資産に対する割合

  3.77％　連結純資産額　8,357百万円

（3）今後の見通し

当該事実は、当社連結子会社の債務者であるＧＭ社

が米国連邦破産法第11章の適用申請を行ったことによ

るものであり、今後予定される債務者説明会等の結果

をふまえ、対応を図る所存です。 

　なお、上記債権の取立不能又は取立遅延額につきまし

ては現在精査中であります。
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⑤ 【連結附属明細表】

　

【社債明細表】

　該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 2,876 2,936 1.535 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 2,647 2,533 2.130 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― 11 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

7,790 7,820 1.884
平成22年６月～
平成25年12月

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

― 31 ―
平成22年１月～
平成26年３月

その他有利子負債 ― ― ― ―

小計 13,313 13,332 ― ―

内部取引の消去 △100 △98 ― ―

合計 13,213 13,234 ― ―

(注) １　平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分

しているため、記載しておりません。

３　長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は

以下のとおりであります。

　

　
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 2,668 1,277 3,635 240

リース債務 11 9 5 4

　

(2) 【その他】

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

　

　 　
第１四半期

（自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

第２四半期
（自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

第３四半期
（自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

第４四半期
（自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

売上高　　　　　　　 （百万円） 12,450 12,423 7,897 8,791

税金等調整前
四半期純利益
又は
税金等調整前 
四半期純損失
（△）

（百万円） 64 192 △538 △352

四半期純利益
又は
四半期純損失
（△）

（百万円） 45 144 △584 △242

１株当たり
四半期純利益
又は
１株当たり
四半期純損失
（△）

（百万円） 0.71 2.28 △9.23 △3.83
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 817 1,576

受取手形 751 968

売掛金 ※1
 8,331

※1
 5,629

製品 691 －

半製品 317 －

商品及び製品 － 1,770

原材料 523 －

仕掛品 7,734 3,564

貯蔵品 95 －

原材料及び貯蔵品 － 724

未収入金 709 341

信託受益権 1,742 1,504

関係会社短期貸付金 100 98

その他 64 87

貸倒引当金 △10 △0

流動資産合計 21,867 16,264

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 2,366

※2
 2,343

構築物（純額） ※2
 139

※2
 127

機械及び装置（純額） ※2
 5,375

※2
 4,954

車両運搬具（純額） ※2
 15

※2
 9

工具、器具及び備品（純額） ※2
 350

※2
 354

土地 ※2, ※5
 7,475

※2, ※5
 7,472

リース資産（純額） － ※2
 11

建設仮勘定 359 181

有形固定資産合計 16,080 15,454

無形固定資産

ソフトウエア － 4

リース資産 － 14

電話加入権 9 5

施設利用権 13 11

無形固定資産合計 22 35

投資その他の資産

投資有価証券 90 85

関係会社株式 366 392

関係会社出資金 70 70

従業員に対する長期貸付金 25 30

破産更生債権等 89 88

長期前払費用 14 4

保険積立金 48 －

その他 22 23

貸倒引当金 △91 △90

投資その他の資産合計 635 604

固定資産合計 16,739 16,094

資産合計 38,606 32,358
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 3,068 1,928

買掛金 6,614 2,663

短期借入金 ※2
 5,423

※2
 5,371

リース債務 － 6

未払金 1,143 1,009

未払費用 89 61

未払法人税等 22 19

未払消費税等 38 54

前受金 19 35

預り金 37 28

賞与引当金 375 120

設備関係支払手形 129 176

その他 20 ※2
 21

流動負債合計 16,982 11,497

固定負債

長期借入金 ※2
 7,790

※2
 7,820

リース債務 － 21

再評価に係る繰延税金負債 ※5
 2,109

※5
 2,110

退職給付引当金 2,275 2,115

役員退職慰労引当金 114 113

長期預り保証金 285 ※2
 264

その他 6 0

固定負債合計 12,581 12,446

負債合計 29,564 23,943

純資産の部

株主資本

資本金 4,640 4,640

資本剰余金

資本準備金 3,053 1,230

資本剰余金合計 3,053 1,230

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,823 △587

利益剰余金合計 △1,823 △587

自己株式 △41 △45

株主資本合計 5,829 5,237

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14 △26

繰延ヘッジ損益 △4 △1

土地再評価差額金 ※5
 3,203

※5
 3,204

評価・換算差額等合計 3,213 3,177

純資産合計 9,042 8,414

負債純資産合計 38,606 32,358
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高

製品売上高 42,246 41,077

売上高合計 42,246 41,077

売上原価

製品期首たな卸高 538 691

当期製品製造原価 ※3
 40,703

※1, ※3
 38,768

合計 41,242 39,459

製品期末たな卸高 691 1,238

売上原価合計 40,550 38,221

売上総利益 1,695 2,856

販売費及び一般管理費 ※2, ※3
 2,425

※2, ※3
 2,455

営業利益又は営業損失（△） △729 401

営業外収益

受取利息 14 8

受取配当金 ※4
 66

※4
 47

受取賃貸料 48 56

受取保険金 4 3

受取クレーム補償金 － 18

その他 58 40

営業外収益合計 193 174

営業外費用

支払利息 291 288

為替差損 327 269

その他 138 101

営業外費用合計 758 659

経常損失（△） △1,294 △83

特別利益

固定資産売却益 ※5
 0

※5
 1

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 － 9

特別利益合計 0 11

特別損失

過年度損益修正損 － 276

固定資産売却損 ※6
 3

※6
 2

固定資産廃棄損 ※7
 69

※7
 37

減損損失 － 2

投資有価証券評価損 6 1

役員退職慰労引当金繰入額 209 －

異常操業度損失 － ※8
 177

特別損失合計 287 498

税引前当期純損失（△） △1,582 △570

法人税、住民税及び事業税 9 14

過年度法人税等 45 －

法人税等調整額 1,517 0

法人税等合計 1,572 15

当期純損失（△） △3,154 △586
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【製造原価明細書】

　

　 　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費 　 　 31,24774.2 　 25,03873.4

Ⅱ　労務費 ※１ 　 5,60813.3 　 4,62913.6

Ⅲ　経費 　 　 　 　 　 　 　

　１　外注加工費 　 1,089 　 　 832 　 　

　２　減価償却費 　 1,648 　 　 1,481 　 　

　３　その他の経費 　 2,520 5,25712.5 2,129 4,44313.0

　　　当期総製造費用 　 　 42,113100.0 　 34,111100.0

　　　仕掛品期首たな卸高 ※２ 　 7,052 　 　 9,269 　

合計 　 　 49,165 　 　 43,380 　

　　　仕掛品期末たな卸高 ※２ 　 8,051 　 　 4,096 　

　　　他勘定振替高 ※３ 　 410 　 　 515 　

　　　当期製品製造原価 　 　 40,703 　 　 38,768 　

　

(脚注)

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

原価計算の方法

工作機械は、個別原価計算により、エンジン、雪上車、ゴ

ルフカー、バギー車及び自動車部品は、総合原価計算によ

り製造原価を算出しております。

原価計算の方法

　　　　　　　　　　　 同左

 

※１　労務費には賞与引当金繰入額308百万円、退職給付

引当金繰入額334百万円が含まれております。

※１　労務費には賞与引当金繰入額393百万円、退職給付

引当金繰入額379百万円が含まれております。

※２　期首及び期末仕掛品たな卸高には半製品が含まれ

ております。

※２　　　　　　　　　 同左

 

※３　他勘定振替高

固定資産 231百万円

販売費及び一般管理費 180

その他 △1

計 410

※３　他勘定振替高

固定資産 297百万円

販売費及び一般管理費 190

その他 27

計 515
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,640 4,640

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,640 4,640

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 3,053 3,053

当期変動額

欠損填補 － △1,823

当期変動額合計 － △1,823

当期末残高 3,053 1,230

資本剰余金合計

前期末残高 3,053 3,053

当期変動額

欠損填補 － △1,823

当期変動額合計 － △1,823

当期末残高 3,053 1,230

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 1,806 △1,823

当期変動額

剰余金の配当 △475 －

欠損填補 － 1,823

当期純損失（△） △3,154 △586

土地再評価差額金の取崩 － △1

当期変動額合計 △3,629 1,236

当期末残高 △1,823 △587

利益剰余金合計

前期末残高 1,806 △1,823

当期変動額

剰余金の配当 △475 －

欠損填補 － 1,823

当期純損失（△） △3,154 △586

土地再評価差額金の取崩 － △1

当期変動額合計 △3,629 1,236

当期末残高 △1,823 △587

自己株式

前期末残高 △31 △41

当期変動額

自己株式の取得 △10 △3

当期変動額合計 △10 △3

当期末残高 △41 △45
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 9,469 5,829

当期変動額

剰余金の配当 △475 －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △3,154 △586

自己株式の取得 △10 △3

土地再評価差額金の取崩 － △1

当期変動額合計 △3,640 △591

当期末残高 5,829 5,237

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 38 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△23 △40

当期変動額合計 △23 △40

当期末残高 14 △26

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △3 △4

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△0 3

当期変動額合計 △0 3

当期末残高 △4 △1

土地再評価差額金

前期末残高 3,203 3,203

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 1

当期変動額合計 － 1

当期末残高 3,203 3,204

評価・換算差額等合計

前期末残高 3,238 3,213

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△24 △36

当期変動額合計 △24 △36

当期末残高 3,213 3,177

純資産合計

前期末残高 12,707 9,042

当期変動額

剰余金の配当 △475 －

当期純損失（△） △3,154 △586

自己株式の取得 △10 △3

土地再評価差額金の取崩 － △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24 △36

当期変動額合計 △3,664 △628

当期末残高 9,042 8,414
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当社は、3,154百万円の当期純損失の計上に伴う純資産

の大幅な減少により、金融機関数社と締結しているシン

ジケートローン契約（平成20年3月31日現在残高5,440百

万円）の財務制限条項等に抵触する事実が発生しており

ます。これにより、期限の利益喪失に係る請求を受ける可

能性があり、今後の資金繰りへの影響が懸念されること

から継続企業の前提に関する重要な疑義が存在していま

す。 

　この当期純損失発生の主な要因は、工作機械関連事業部

門の一部システム物件の採算悪化に加え、棚卸資産評価

損の計上、繰延税金資産の取崩によるものであります。 

　当社としては、当該状況を解消すべく利益管理の強化に

よる採算改善を含む経営計画、資金計画を策定し、取引金

融機関に対しシンジケートローン契約の当該条項につき

適用免除について協議を行いました。その結果、多数貸付

人より期限の利益喪失請求を行わないことにつき同意を

頂いた書面を受領致しました。 

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりま

せん。

　　　　　　　　─────────
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【重要な会計方針】

　

項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び
評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式
同左

　 (2) その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、
全部純資産直入法により処理
し、売却原価は、移動平均法に
より算定）

(2) その他有価証券
時価のあるもの

同左

　 時価のないもの
移動平均法による原価法

時価のないもの
同左

２　デリバティブ等の評価基
準及び評価方法

時価法
 

時価法
 

３　たな卸資産の評価基準及
び評価方法

 
 
 
製品

工作機械 個別法による原価法

輸送機器他 総平均法による原価法

評価基準は原価法（収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）によっており
ます。
製品

工作機械 個別法

輸送機器他 総平均法

　 半製品・原材
料及び貯蔵品

総平均法による原価法

仕掛品 　

　工作機械 個別法による原価法

　輸送機器他 総平均法による原価法

半製品・原材
料及び貯蔵品

総平均法

仕掛品 　

　工作機械 個別法

　輸送機器他 総平均法

(会計方針の変更)
「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成18年
７月５日　企業会計基準第９号）を当
事業年度から適用し、評価基準につい
ては原価法から原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更して
おります。 
　この結果、従来の方法によった場合に
比べて、売上総利益及び営業利益が65
百万円それぞれ減少し、経常損失、税引
前当期純損失及び当期純損失が65百万
円それぞれ増加しております。 
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４　固定資産の減価償却の方
法

(1) 有形固定資産
 
建物（建物附属設備は除く）
a　平成10年３月31日以前に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　したもの
　　　 
旧定率法によっております。
b　平成10年４月１日から平成　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　19年３月31日
までに取得した　　　 　もの
旧定額法によっております。
c　平成19年４月１日以後に　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 　取得したもの　　
　 
定額法によっております。
建物以外
a　平成19年３月31日以前に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　したもの　　
　 
旧定率法によっております。
b　平成19年４月１日以降に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　したもの
定率法によっております。　　　　　　

また、平成10年４月１日以降に取得
した取得価額10万円以上20万円未満の
資産については、３年間で均等償却す
る方法を採用しております。
(会計方針の変更)
法人税法の改正（（所得税法等の一

部を改正する法律　平成19年３月30日　
法律第６号）及び（法人税法施行令の
一部を改正する政令　平成19年３月30
日　政令第83号））に伴い、当事業年度
から、平成19年４月１日以降に取得し
たものについては、改正後の法人税法
に基づく方法に変更いたしました。こ
れに伴い、前事業年度と同一の方法に
よった場合と比べ、売上総利益が42百
万円減少、営業損失が45百万円、経常損
失、税引前当期純損失、当期純損失がそ
れぞれ46百万円増加しております。

(1) 有形固定資産
イ　リース資産以外の有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）
a　平成10年３月31日以前に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　したもの　　
　 
旧定率法によっております。
b　平成10年４月１日から平成　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　19年３月31日
までに取得した　　　 　もの
旧定額法によっております。
c　平成19年４月１日以後に　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 　取得したもの　　
　 
定額法によっております。
建物以外
a　平成19年３月31日以前に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　したもの　　
　 
旧定率法によっております。
b　平成19年４月１日以降に取得　
　　　　　　　　　　　　　　　　　したもの
定率法によっております。　　　　　　

また、平成10年４月１日以降に取得
した取得価額10万円以上20万円未満の
資産については、３年間で均等償却す
る方法を採用しております。
平成19年３月31日以前に取得したも

のについては、償却可能限度額まで償
却が終了した翌年から５年間で均等償
却する方法によっております。
ロ　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零として算定する定額法によって
おります。なお、リース取引開始日が
リース会計基準適用初年度開始前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引
については、引き続き通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理を適用
しております。 
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項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　 (追加情報)
当事業年度から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償却
可能限度額まで償却が終了した翌年か
ら５年間で均等償却する方法によって
おります。 
当該変更が損益に与える影響は、売上
総利益が80百万円減少、営業利益が84
百万円、経常損失、税引前当期純損失、
当期純損失がそれぞれ89百万円増加し
ております。 

　

　 (2) 無形固定資産
定額法によっております。

(2) 無形固定資産
イ　リース資産以外の無形固定資産

定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法に
よっております。

ロ　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零として算定する定額法によって
おります。なお、リース取引開始日が
リース会計基準適用初年度開始前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引
については、引き続き通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理を適用
しております。 
(会計方針の変更)
所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっており
ましたが、「リース取引に関する会計
基準」（企業会計基準第13号（平成５
年６月17日（企業会計審議会第一部
会）、平成19年３月30日改正））及び
「リース取引に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第16号
（平成６年１月18日（日本公認会計士
協会　会計制度委員会）、平成19年３月
30日改正））を当事業年度から適用し
通常の売買取引に係る会計処理によっ
ております。ただし、リース取引開始日
がリース会計基準適用初年度開始前の
所有権移転外ファイナンス・リース取
引については、引き続き通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理を適
用しております。 
　また、所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産の減価償
却の方法については、リース期間を耐
用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。 
　この結果、従来の方法によった場合に
比べて、当事業年度のリース資産が有
形固定資産に11百万円、無形固定資産
に14百万円計上されております。 
　なお、この変更による損益への影響は
ありません。 

　 (3) 長期前払費用
均等償却しております。

(3) 長期前払費用
同左
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５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込み額を計上しておりま
す。

(1) 貸倒引当金
同左

 

　 (2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に充てるため、

会社基準(支払予定額)による要支給
額を引当てております。

(2) 賞与引当金
同左

 

　 (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき、計
上しております。
なお、会計基準変更時差異につい

ては、15年による按分額を費用処理
しております。
また、過去勤務債務については15

年による定額法により按分した額を
発生した事業年度より費用処理する
こととしております。数理計算上の
差異については15年による定額法に
より按分した額を発生の翌事業年度
より費用処理することとしておりま
す。

(3) 退職給付引当金
同左

　 (4) 役員退職慰労引当金
当社においては、役員の退職慰労金

の支出に備えるため、内規に基づく事
業年度末要支給額を計上しておりま
す。なお、平成19年４月27日開催の取締
役会において、平成19年６月28日開催
の定時株主総会終結の時をもって役員
退職慰労金制度を廃止することを決議
いたしました。当事業年度末における
役員退職慰労引当金残高は、当制度廃
止以前から在職している取締役及び監
査役に対する支給見込額であります。 

(4) 役員退職慰労引当金
同左
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項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　 (会計方針の変更)
当社においては、役員退職慰労金は、

従来、支出時の費用として処理してお
りましたが、当事業年度より「租税特
別措置法上の準備金及び特別法上の引
当金又は準備金並びに役員退職慰労引
当金等に関する監査上の取扱い」（日
本公認会計士協会　平成19年４月13日　
監査・保証実務委員会報告第42号）を
適用し、内規に基づく事業年度末要支
給額を役員退職慰労引当金として計上
する方法に変更いたしました。これに
伴い、前事業年度と同一の方法によっ
た場合と比べ、営業損失が５百万円、経
常損失が５百万円、税引前当期純損失
及び当期純損失がそれぞれ114百万円
増加しております。

　

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっています。

─────────
 

７　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ及び金利スワップの特

例処理

(1) ヘッジ会計の方法
同左

　 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
金利スワップ

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段

同左

　 ヘッジ対象
長期借入金

ヘッジ対象
同左

　 (3) ヘッジ方針
当社の長期運転資金の金利を固定

化するためのものであります。

(3) ヘッジ方針
同左

　 (4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始から有効性判定時点ま

での期間におけるヘッジ対象及び
ヘッジ手段の相場変動またはキャッ
シュ・フロー変動の累計額等を基礎
として判断しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法
同左

８　その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項

消費税等の処理方法
税抜方式によっております。

消費税等の処理方法
同左

　

EDINET提出書類

エンシュウ株式会社(E01521)

有価証券報告書

73/96



【会計処理の変更】

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　　　　　　　　───────── (売上計上基準の変更)

当事業年度より工作機械関連事業部門の国内における

システム機の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基

準に変更しております。この変更は、出荷から検収までの

期間が長期化する傾向にあることから、売上計上基準を

より客観性、確実性のある検収基準に変更することによ

り、出荷から検収に至る管理をより厳密に行い、より一層

の品質向上を目指すものであります。 

　この変更に伴い、従来と同一の基準によった場合と比較

し、売上高が61百万円、売上総利益及び営業利益が80百万

円それぞれ増加、経常損失が80百万円減少し、税引前当期

純損失及び当期純損失が180百万円それぞれ増加してお

ります。 

　

【表示方法の変更】

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(貸借対照表)

　１　前事業年度末において「買掛金」と相殺して表示し

ておりました有償支給材料代（前事業年度653百万

円）は、科目内容を考慮し当事業年度より「未収入

金」に含めて表示しております。

　　　なお、当事業年度「未収入金」に含めて表示しており

ます有償支給材料代は683百万円であります。

　２　前事業年度末において流動資産「その他」に含めて

表示しておりました「未収入金」（前事業年度19百

万円）は、総資産額の１/100を超えたため、当事業年

度においては区分掲記することとしました。

(損益計算書)

前事業年度において営業外収益「その他」に含めて表

示しておりました「受取クレーム補償金」は、営業外収

益の総額の10/100を超えることとなったため、当事業年

度においては区分掲記することといたしました。

　なお、前事業年度の「その他」に含まれる「受取クレー

ム補償金」は、11百万円であります。
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

(平成21年３月31日)

※１　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次の通りであります。

売掛金 2,117百万円

※１　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次の通りであります。

売掛金 2,364百万円

※２　①　有形固定資産の担保提供の状況

建物 1,031百万円

構築物 36

機械装置 3,163

土地 5,653

計 9,885

は工場財団を設定し

短期借入金 4,807百万円

長期借入金 7,417

計 12,224

の担保に供しております。

※２　①　有形固定資産の担保提供の状況

建物 948百万円

構築物 33

機械装置 2,471

土地 5,653

計 9,107

は工場財団を設定し

短期借入金 4,663百万円

長期借入金 7,685

預り保証金 285

計 12,633

の担保に供しております。

②　減価償却累計額は直接控除しており、その金額

は24,432百万円であります。

②　減価償却累計額は直接控除しており、その金額

は25,401百万円であります。

　３　受取手形割引高 1,508百万円

　

　３　受取手形割引高 50百万円
　

　４　保証債務

関係会社の借入金に対する保証を次の通り行なっ

ております。

遠州建設㈱ 113百万円

　４　保証債務

関係会社の借入金に対する保証を次の通り行なっ

ております。

遠州建設㈱ 122百万円

※５　土地の再評価に関する事項

土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

(平成13年３月31日公布法律第19号)に基づき、事業

用の土地の再評価を行ない、当該再評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再

評価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額を基準とする方法、及び同条

第４号に定める地価税法に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価格(路線価)

を基準として時価を算出しております。

再評価を行った年月日 平成13年３月31日

再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の
帳簿価額との差額

△1,963百万円

※５　土地の再評価に関する事項

土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

(平成13年３月31日公布法律第19号)に基づき、事業

用の土地の再評価を行ない、当該再評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再

評価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。

再評価の方法

同左

 

再評価を行った年月日 　　　　 同左

再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の
帳簿価額との差額

△1,767百万円
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　１　　　　　 ──────────
 
 

 

※２　販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費

　68％、一般管理費32％であります。

販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

運賃荷造費 257百万円

旅費及び交通費 136

役員報酬 117

給料及び賞与 734

賞与引当金繰入額 66

福利厚生費 183

退職給付引当金繰入額 73

減価償却費 82

賃借料 97

販売手数料 170

広告宣伝費 67

クレーム費 111

 

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低
下による簿価切下額

　　 　売上原価　　　　　　　　　　　　65百万円

 

※２　販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費 

　72％、一般管理費28％であります。

販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

運賃荷造費 289百万円

給料及び賞与 579

賞与引当金繰入額 85

退職給付引当金繰入額 82

減価償却費 75

販売手数料 306

クレーム費 141

 
 

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

　 211百万円

 

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

　 183百万円

 

※４　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次の通りであります。

受取配当金 62百万円

 

※４　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次の通りであります。

受取配当金 44百万円

 

※５　固定資産売却益の明細

機械及び装置 0百万円

車両運搬具 0

計 0

 

※５　固定資産売却益の明細

機械及び装置 1百万円

工具、器具及び備品 0

計 1

※６　固定資産売却損の明細

機械及び装置 2百万円

車両運搬具 0

計 3

 

※６　固定資産売却損の明細

機械及び装置 2百万円

 

※７　固定資産廃棄損の明細

建物 5百万円

構築物 3

機械及び装置 30

車両運搬具 0

工具、器具及び備品 28

計 69

 

　８　　　　　 ──────────
 

※７　固定資産廃棄損の明細

建物 0百万円

機械及び装置 32

車両運搬具 0

工具、器具及び備品 0

電話加入権 3

計 37

 

※８　設備稼働率が低下したために発生した異常操業経
費です。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株） 156 42 ─ 199

　

　　（変動事由の概要）

　　増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　　　単元未満株式の買取りによる増加　　42千株

　

当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株） 199 38 ─ 237

　

　　（変動事由の概要）

　　増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　　　単元未満株式の買取りによる増加　38千株
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１. ファイナンス・リース取引
 所有権移転外ファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1) リース資産の内容
　・有形固定資産

取得価額相当額

機械装置 15百万円

車両運搬具 9

工具器具備品 231

計 255

主として、工作機械関連事業部門における生産
管理システム(工具、器具及び備品)であります。

　　 ・無形固定資産
主として、工作機械関連事業部門における生産

管理用ソフトウェアであります。
(2) リース資産の減価償却の方法

減価償却累計額相当額

機械装置 9百万円

車両運搬具 7

工具器具備品 122

計 139

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方
法」に記載のとおりであります。

 

期末残高相当額

機械装置 5百万円

車両運搬具 2

工具器具備品 108

計 115

　

　なお、上記取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

財務諸表等規則第８条の６第２項の規定に基づき、支払

利子込み法により算定しております。

　　　　

　

２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 47百万円

１年超 68

計 115

　

　なお、上記未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、財務諸表等規則第８条の６第２項の規

定に基づき、支払利子込み法により算定しております。

 

　

３　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 61百万円

減価償却費相当額 61
 

　

４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。
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(有価証券関係)

前事業年度(平成20年３月31日現在)及び当事業年度(平成21年３月31日現在)における子会社株式及び

関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　

　
前事業年度

(平成20年３月31日)
　

当事業年度
(平成21年３月31日)

　

(繰延税金資産) 　 　 　　

繰越欠損金 410百万円　 756百万円　

退職給付引当金 903 　 840 　

賞与引当金 148 　 47 　

たな卸資産 502 　 484 　

有価証券 56 　 20 　

子会社出資金 43 　 43 　

未払事業税 6 　 0 　

売上原価認識差異 121 　 214 　

その他 158 　 166 　

繰延税金資産小計 2,352 　 2,574 　

評価性引当額 △2,352 　 △2,574 　

繰延税金資産合計 ─ 　 ─ 　

(繰延税金負債) 　 　 　　

その他有価証券評価差額金 △2 　 △0 　

金利スワップ △0 　 △0 　

繰延税金負債合計 △2 　 △0 　

繰延税金資産の純額 △2 　 △0 　

　 　 　 　　

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　

　
前事業年度

(平成20年３月31日)
　

当事業年度
(平成21年３月31日)

　

　 　当事業年度については、税引前当
期純損失が計上されているため、
記載を省略しております。

　
　　　　　　 同左
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 142円78銭

　

１株当たり純資産額 132円94銭

１株当たり当期純損失金額 49円79銭

　
１株当たり当期純損失金額 9円26銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額
　

項目
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

(平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 9,042 8,414

普通株式に係る純資産額（百万円） 9,042 8,414

差額の主な内訳（百万円） ─ ─

普通株式の発行済株式数（千株） 63,534 63,534

普通株式の自己株式数（千株） 199 237

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） 63,335 63,296

　

２　１株当たり当期純損失金額

　

項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純損失（△）（百万円） △3,154 △586

普通株式に係る当期純損失（△）（百万円） △3,154 △586

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─ ─

普通株式の期中平均株式数（千株） 63,354 63,317

　

(重要な後発事象)

　　　　　該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券) 　 　

(その他有価証券) 　 　

丸紅㈱ 70,000 21

浜名湖観光開発㈱ 6 12

モルガン・スタンレー・アジア－
パシフィック・ファンド

10,000 9

遠州開発㈱ 1,800 6

ユアサ商事㈱ 55,000 5

浜松ケーブルテレビ㈱ 100 5

新日本製鐵㈱ 10,000 2

㈱クラレ 3,000 2

東レ㈱ 5,000 1

ヤマハ発動機㈱ 1,192 1

㈱りそなホールディングス 900 1

その他（11銘柄） 45,601 3

計 202,599 72

　

【その他】

　

種類及び銘柄 投資口数等(口) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券) 　 　

(その他有価証券) 　 　

証券投資信託受益証券（５銘柄） 28,685,176 12

計 28,685,176 12
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 6,744 169 7 6,905 4,561 191 2,343

　構築物 730 9 ─ 739 612 20 127

　機械及び装置 21,831 907 754 21,98417,0301,262 4,954

　車両運搬具 143 1 6 137 128 7 9

　工具、器具及び備品 3,229 245 52 3,422 3,068 238 354

　土地 7,475 ─
2
(2)

7,472 ─ ─ 7,472

　リース資産 ─ 11 ─ 11 0 0 11

　建設仮勘定 359 889 1,067 181 ─ ─ 181

有形固定資産計 40,5132,233
1,891
(2)

40,85525,4011,72115,454

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　ソフトウェア ─ 4 ─ 4 0 0 4

　リース資産 ─ 15 ─ 15 0 0 14

　電話加入権 9 ─ 3 5 ─ ─ 5

　施設利用権 33 ─ ─ 33 21 1 11

無形固定資産計 42 19 3 58 22 2 35

長期前払費用 61 ─ ─ 61 57 10 4

(注) １ 機械及び装置の当期増加額の主なものは、本社及び工場の工作機械関連事業部門の生産設備349百万円及び輸送

機器他関連事業部門の生産設備502百万円であり、当期減少額の主なものは老朽化による廃棄額であります。

　　 ２ 当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 101 ─ 0 9 91

賞与引当金 375 120 375 ─ 120

役員退職慰労引当金 114 ─ 0 ─ 113

(注)　貸倒引当金の当期減少額のうち、(その他)は一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であ

ります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

　

区分 金額(百万円)

現金 15

預金の種類 　

当座預金 56

普通預金 148

通知預金 1,190

外貨預金 166

預金計 1,561

合計 1,576

　

②　受取手形

相手先別内訳

相手先 金額(百万円)

明石機械工業㈱ 405

住金物産㈱ 167

丸紅㈱ 155

㈱クボタ 72

㈱アーレスティ 58

その他 109

合計 968
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期日別内訳

期日 金額(百万円)

平成21年４月 72

５月 302

６月 501

７月 88

８月 3

合計 968

　

③　売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(百万円)

ENSHU(USA)CORPORATION 1,231

ENSHU GmbH 837

ヤマハ発動機㈱ 675

いすゞ自動車㈱ 574

ENSHU(Thailand)Limited 268

その他 2,041

合計 5,629

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
(百万円)

(Ａ)

当期発生高
(百万円)

(Ｂ)

当期回収高
(百万円)

(Ｃ)

次期繰越高
(百万円)

(Ｄ)

回収率(％)
 

Ｃ
×100

Ａ＋Ｂ

滞留期間(月)
 

Ａ＋Ｄ
÷
Ｂ

２ 12

8,331 46,261 48,962 5,629 89.7 1.8

(注)　上記の金額には消費税等が含まれております。
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④　商品及び製品

　

品目 金額(百万円)

工作機械 (注) 1,238

工作機械部品 　 532

合計 1,770

(注) マシニングセンタ他

　

⑤　仕掛品

　

品目 金額(百万円)

工作機械 2,828

エンジン、雪上車、ゴルフカー、バギー車及び自動車用部
品

735

合計 3,564

　

⑥　原材料及び貯蔵品

　

品目 金額(百万円)

鋼材 1

買入部品 605

消耗工具類 114

その他の補助材料類 3

合計 724

　

⑦　信託受益権

　

売上債権の信託によるものであります。
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⑧　支払手形

相手先別内訳

相手先 金額(百万円)

ファナック㈱ 232

浜名エンジニアリング㈱ 230

㈱サカエ 125

ファナックマグトロニクス㈱ 111

互大商工㈱ 79

その他 1,149

合計 1,928

　

期日別内訳

期日 金額(百万円)

平成21年４月 600

５月 692

６月 521

７月 114

８月 0

合計 1,928

　

⑨　買掛金

　

相手先 金額(百万円)

ヤマハ発動機㈱ 1,315

㈱不二 118

浜松熱処理工業㈱ 85

東海重量機設㈱ 71

山中産業㈱ 68

その他 1,003

合計 2,663
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⑩　短期借入金

　

相手先 金額(百万円)

㈱みずほコーポレート銀行 1,499

㈱りそな銀行 1,417

シンジケートローン 890

㈱三菱東京UFJ銀行 570

みずほ信託銀行㈱ 528

㈱静岡銀行 433

日本生命保険相互会社 33

合計 5,371

(注)　シンジケートローンは、㈱みずほコーポレート銀行、㈱りそな銀行、その他４行によるものであります。

　

⑪　設備関係支払手形

相手先 金額(百万円)

中央工機㈱ 69

互大商工㈱ 41

遠州建設㈱ 24

小野設備工業㈱ 8

㈱三工商会 7

その他 24

合計 176

　

期日別内訳

期日 金額(百万円)

平成21年４月 42

５月 30

６月 16

７月 86

合計 176
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⑫　長期借入金

　

相手先 金額(百万円)

シンジケートローン 3,350

㈱みずほコーポレート銀行 1,757

㈱りそな銀行 1,757

みずほ信託銀行㈱ 450

㈱静岡銀行 320

㈱三菱東京UFJ銀行 135

日本生命保険相互会社 50

合計 7,820

(注)　シンジケートローンは、㈱みずほコーポレート銀行、㈱りそな銀行、その他２行によるものであります。

　

⑬　再評価に係る繰延税金負債

事業用土地の再評価差額に係る税金相当額であります。

　

⑭　退職給付引当金

　

区分 金額(百万円)

退職給付債務 6,413

未認識過去勤務債務 950

未認識数理計算上の差異 △1,858

会計基準変更時差異の未処理額 △1,214

年金資産 △2,174

合計 2,115

　

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所
（特別口座）
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

　　株主名簿管理人
（特別口座）
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法（注）
当社の公告は電子公告により行っております。ただし、やむを得ない事由により電子公
告を行うことができないときは、日本経済新聞に掲載致します。

株主に対する特典 なし

(注) １　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第２項各号に掲げる権利以外の権利を行使

することができない。　

２　ホームページアドレス　http://www.enshu.co.jp/koukoku/
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

　　事業年度　第140期(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)平成20年６月27日東海財務局長に提出。

(2) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

　　第141期第１四半期(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)平成20年８月12日東海財務局長に提出。

　　第141期第２四半期(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)平成20年11月14日東海財務局長に提出。

　　第141期第３四半期(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)平成21年２月12日東海財務局長に提出。

(3) 臨時報告書

　　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定

に基づく臨時報告書

　　平成20年７月17日東海財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成20年６月27日

エンシュウ株式会社

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　林　　正　　明

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　安　　藤　　基　　紀

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　渡　　邉　　泰　　宏

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているエンシュウ株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、エンシュウ株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。
　
追記情報

1.　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社はシンジケート

ローン契約の財務制限条項等に抵触する状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

いる。当該状況に対する会社の対応等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。

2.　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は、役員退職慰労金を、

従来、支出時の費用として処理していたが、当連結会計年度より内規に基づく連結会計年度末要支給額

を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　　上
　
（※）１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

　　　２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成21年６月26日

エンシュウ株式会社
取締役会　御中
　

仰　星　監　査　法　人

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　柴　　田　　和　　範　　㊞

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　寺　　本　　　　　悟　　㊞

　

業務執行社員 　 公認会計士　　浅　　野　　佳　　史　　㊞

　
＜財務諸表監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられているエンシュウ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財
務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の
責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監
査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、エンシュウ株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
　
追記情報
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社はシステム機の売上計上
基準を従来の出荷基準から検収基準へ変更した。
重要な後発事象に記載されているとおり、連結子会社ENSHU（USA）CORPORATIONの取引先であるGeneral
Motors Corporationが平成21年6月1日（米国時間）付で米国における連邦破産法第11章の適用申請を行った
ことにより、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じている。
　
＜内部統制監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、エンシュウ株式会
社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運
用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報
告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
には防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠
して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な
虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ
れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体
としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、エンシュウ株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表
示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評
価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　　上
　
（※）１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

　　　２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成20年６月27日

エンシュウ株式会社

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　林　　正　　明

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　安　　藤　　基　　紀

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　渡　　邉　　泰　　宏

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているエンシュウ株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第140期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、エンシュウ株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

1.　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社はシンジケート

ローン契約の財務制限条項等に抵触する状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

いる。当該状況に対する会社の対応等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。

2.　重要な会計方針に記載されているとおり、会社は、役員退職慰労金を、従来、支出時の費用として処理し

ていたが、当事業年度より内規に基づく事業年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方

法に変更した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　
（※）１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

　　　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成21年６月26日

エンシュウ株式会社

取締役会　御中

　

仰　星　監　査　法　人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　柴　　田　　和　　範　　㊞

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　寺　　本　　　　　悟　　㊞

　

業務執行社員 　 公認会計士　　浅　　野　　佳　　史　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているエンシュウ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第141期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、エンシュウ株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

重要な会計方針に記載されているとおり、会社はシステム機の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基

準へ変更した。

　

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　
（※）１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

　　　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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